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《資料紹介》

「計画化の改善と経済メカニズムの強化Jについて

望丹:喜市訳・解説

解 説

この決定 (nOCTaHOBJIeHHe日KKnCC H COBeTa MHHHCTpOB CCCP OT 12 H治JIH1979 r. 

地 69;). 06 yJI戸田eHHHnJI底部pOB出現冗沼 yCHJIe陪観 B03瓦eiicTBH冗 X03冗員CTBeHHoroMexa-

lUI3Ma Ha IJOBblli1eHHe坤キeKTHBHOCTH IJpOH3BO~cTBa H Ka可e白 Bapa60T副)は. r公式資
料Jとして F経済新聞j] (3KOHOM認可eCK怨 ra3eTa)1979， aBrycT， NQ 32. に掲載されたも

のである。 ({nJIaHOBOeX03HHCTB街地 9.にも全文収録されている)。

以下にみられるとおり， この決定は‘ 1965年の経済改革以降の計画化と経営計算制

(x03paCqeT)に関する公式の総括であると考えることができるものであヲ，同時に第 11次

5か年計画とそれ以後のこの分野での政策路線でもある。

周知のように， ソ連経済は年率3-----5%の或長率に低迷し第 10次 5か年計画の達成は殆

んど不可能視されているO 農業面では 1978年の穀物収穫の記諒的な豊作にかわって， 1979 

年は前年比 20数%のおち込みが伝えられており， 消費者物価に対する上昇圧力もそのポ

テンシャルを高めている。こうした状況からの脱出の額いもこの決定の中に込められてい

ると弓ιらま1る。

しかしこの決定が単にそうした状況への応急策とだけ考えるのは一面的であって，次

に示すように 65年改革以降経常的に蓑み重ねられてきた「計画化と経営計算制」の分野

の一連の政策の延長議上に沿って，今後の政策を展望したかなり一貫した政策路線上の一

里塚とこの決定を考えるべきであろう O

以下の資料は，主として F経済新聞~ (3KoHOMHQeC問先 ra3eTa，3. r.と略記)から取出

したもので為るが， 1975年以前は資料の関係で必ずしも縞羅的なものではない。

1. 0 cOBeprneHcTBoB組問 IJJIaHHpOBaHHHH yCHJIeHl磁 3KOHOMoqeCKoroCTHMyJIH-

pO羽田兄 IJpOMb凶波間oroIJpOH3BO瓦CTBa. 出口OCT組 OBJIeHlI冗口五五日CC 1I 

COBeTa M源問CTpOBCCCP OT 4 OKT百戸 1965r. NQ 729. 

2. nOJIO)KeHHe 0 COUHaJIHCTHQeCKOM rocy)l.apCTBe悶IOM npoH3BO)l.CTBeHHOM IJpe-

)l.npHHTHH. ;YTBep)K~eHO noCT部 OBJIeHHeMCOBeTa MHHHCTpOB CCCP OT 4 

OKT兄6p.兄 1965r. NQ 731. 

3. M位。瓦問eCKHeyKa3白羽匁 IJOIJepeBO)l.y npe~npH幻滅， 06oe)l.HHeHH註HOTpaCJIei1: 

IJpoMblli1JIeHHOCTH Ha HOByIO cHCTeMy IJJI担 HpOBむ畳間 H 3KOHOMHQeCKOrO 

CT間 yJmpOBaHHH，1966，ぬ 50，)l.eKa6pb. (3. r.). 

4. TexnpoM幹部JIaHB HOB説XyCJIOBH叉x，1967，地 22，恥JIb.(3. rふ

5. 0 cOBep出 eHCTBOBaHHHnJI釦 HpOB舘 HHKaIJHTaJIbHOrO CTpOHT創 bCTBaH 06 yCH-
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望月喜吉訳・解説

JIeHllli 3KOHOMHqecKoro CTHMyJIHpoB白部冗 CTpOHT匂 hHororrpo沼3BO瓦CT磁. 日3

rro白出OB成期冗日K KnCC H COBeTa M踊磁'CT予OBCCCP OT 28 Ma冗 1969r. 

N2 389. 

6. 06 yJIY屯uem磁ロpoeKTHO-CMeTHoro)leJIa. 日3rrOCTaHO回 e:mm 日K KnCC H 
COBeTa M班羽白pOBCCCP OT 28 Ma兄 1969r.ぬ 390.

7. THrrOBaH MeTO)lHKa pa3paooTKH rrJI釦 arrpOMhI1IIJIe斑mrorrpe)ll1pH5ITH5I Ha 1971-

1975 rO)lhI， 1971， 51HBaph地 5，沼<teBpaJIhおき 7，(3. r.) 
8. 日開MephIpac可eTa中OH)laMaTepHaJIhHOrO rroo国peHH5IH rrpoeKTa HopMaTHBoB 

OTQHCJIe踏ま詰 B3TOT宇OH)l)lJI兄 rrpe)lpH5ITH註 (oooe)lHHeHHH) Ha 1971-1975 rr. 

“rrpOTOKOJI MBKぬ 231-o"1971，ぬ 22，MaH. (3. r.) 

9. OCHOBl倒 errOJIO誕 eHH冗 OOoopa30BむnrnII pa，αO)lOBaID闘争OH)laMaTeplIaJIhHOrO 

ロOOIl.¥pem現況<t.oH)laCOU;HaJIhHO・KyJIhTypHh医院予011手間協首 H)KsJIHIl.¥HOrO CTP・

0沼Te.品CTBaHa 1971-1975 rO)lhI， 1972，地 23，HICHh. (3. f.) 
10. Oo yTBep)K)leHHH 110JIO)KeHH5I 0 rrpOH3BO)lCTBeHHOM oOo旬開em到 (KOMolIHaTe). 

日3rro白おまO邸 e:m回 COBeTaMlIHHCTpOB CCCP OT 27 Ma予Ta1974 r.地 212.
11. n兄TlIJIeTHH益田制 Oooe)llIHe諸民玲伺ロpH5ITH5I， THI10Ba51 MeTO)lHKa pa3pa-

OOT悶 rr克TlIJIeTHerO rrJIaHa rrpOH3Bo瓦CTBe問。ro 0仇句lIHe問先“KOMOHHaTa"， 

ロpe)lrrpH5IT限 Ha1976-1980 ro瓦hI，1975，ぬ 3，51HBaph. (3. f.) 

12. T閑 OBoerrOJIO況 eHHeOO OT)leJIe OpraHH3卸磁 Tpy)la H 3apaoOTHo註 rrJIaThI

rrpOH3BO)lCTBeHHOro OOoe)lHHeHH兄 "KOMOlIHaTa"，1975，地 14，arrpeJIh. (3. r.) 

13. 日OJIOAeHseOO OIITOBO首TOprOBJIerrpo瓦y躍~HeH rrpoH3Bo}.(cTBeHHo・TeXl現可eCKoro
Ha3HaQe賠訴， 1975， N2 24， IIIOHh. (3. f.) 

14. 立pl蹴 epHhI註瓦orOBOpHa opr倍協調閥的 MaTepH羽 hHO・TeXl剖可eCKoroCHao法組問

rrpoH3BQ瓦CTBeHHoro oooe瓦HHeHH5I“KOHolIHaTaペロpe)ll1pH.冗TH兄， 1975， M 28， 
沼田'JIh.(3. r.) 

15. 中OH)lhI rroo山peHH5I oooe)l沼泥沼拍 H rrpe)lrr予E硯 THii B )lec兄TO員 rr5lTlIJIeTKe， 

CCHOBHhIe rrOJIO)KeHH克 oooopa30B母略目 paCXO)lOBお翻<tOH)laMaTepH組問oro

ロ00出peHH5I H ヰOH)la COU;HaJIhHO・KyJIhTypHhIX MepOl1pH5IT凶政法問鹿II.HOrO

CTpOHTeJIhCTBa Ha 1976-1980 rO瓦hIB rrpOII3BO)lCTBeHHhlx 06oe)llIHeHH兄X"KO・

MolIHaTax"， Ha rrpe江口pH5ITH5IXH B opr釦 H3au.H5IXrrpoMhIIllJIeHHOCTH，ロepeBe.江e-
期限 HaHOBylO cHCTeMy rrJI白磁pOB印 H5IH 3KOHOMHQeCKOrO CTHMyJIHpOBaHH5I， 

19766，ぬ 50，.zteKaOph. (3. r.) 

16. fp.戸羽民 noOTI.7IaTe Tpy)l.a， 1977地 6，牛eB戸 JIh.(3. f.) 

17. 立le担割CKOMyMeTO)ly - IllHpoKoe npHMeHeHHe， yCJIOBH5I )l凱bHeiiwero BHe-

瓦peHH5I 1王OMI1JIeKCHOro MeTO且a cOBepw節目的BaHH5I opr組問aU.HH Tpy)la， 

MaTep沼町IhHoro CTHMyJIHpOB位協兄 沼口五倍劉pOB出現冗 no on民Ty 立le抱到CKoro

XHMHQeCKOrO KOMoHHaTa， 1977，地 6，ヰeBpaJIh.(3. r.) 
18. Bcrpe苦闘enJIaHhI Ha )leC5ITyIO n5lTHJIeTKy， nωO)KeHHe 0 nOp5l)lKe pa3paooTKH， 

CTHMyJIHpOBaI磁気 HYQeTa BhmOJIHe:mm BCTpe朝国xrrJI組 OBnpe.ztrrp沼町民負“Op-

raHH3au.H語"沼 OO'he.ztIIHeHH註B瓦ec針。註ロ兄TlIJIeTKe，1977，ぬ 7，牛eB戸.JIh.(3. r.) 
19. 江le抱却はOMyMeTO瓦y- IllHpOKoe np捌 eH回 He，1977， .N 
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「計画化の改善と経者メカニズムの強化Jについて

)l{eHH5I" orrpe，瓦町IeHH冗 3KOHOMWIeCKO員 9C舛eKTHBHOCTHHCrrO~b30BID闘 B HapO・

瓦HOMX03兄詰CTBeHOBO員 Te沼郡臨むお306peTe郎首 H PaIJ.HOHむ回3aTopCKHX rrpe-

){~O)l{eHH益， 1977， NQ 10， MapT. (3. r.) 
21. KOMMeHTapH員 OT瓦~a rOCII~aHa CCCP， 1977， Jも 15，arr~b. (3. r.) 

22. 中OH){blrrOO回peHH5IC~y)l{6bI 6blTa B 瓦ec泣0註ロ兄T~eTKe， OCHOBHbIe rrO~O)l{eHH5I 

06 06pa30B宿泊沼 HpaCXO){OBID磁H寺OH){aMaTepH創出ororroo出pe祖先日 ctOH){a

COU.HMbHO・Ky~bTypHblX Meporrp院長TH負託 ~Hru.Horo CTpOHTe~b白Ba B 1976-

1980 ro){ax Ha rrpe，瓦，rrpH沼'HnXH B oprIDlH3au.H兄X 6blTOBOI‘o 06c~y淑'HBaHH冗
HaC~eHH5I，ロepeBe)J.eHHblX Ha HOBylO cHcTeMy rr~む国pOB括部冗 H 9KOHOMHqeCKOrO 

CTHMy~HpOBaHH5I， 1977，ぬ 15，arrp匂 b.(3. r.) 

23. 中OH瓦bIrrooru.pem銃口pe)J.rrpH5I初訪問CTHO詰 rrpOMb凶~eHHOCTH B瓦ec兄TO員 rr5IT-

~eTKe， 1977， NQ 18，組P匂 b.(3. r.) 
24. φOH瓦bIIIooru.pe陪奴 BKOMMYHMbHOM X03兄長CTBe，OCHoBHble rro~o涼eHH5I 06 

06pa30B位協 H pacxo)J.oBa即日 ctOH)J.a MaTepHMbHoro rrooru.peHH冗日中OH)J.a
COII.HMbHO・Ky~bTypHblX MeporrpHRTH員 H )I{H~班II.Horo CTpOHT~bcTBa Ha 1977-

1980 rO五回日arrpe江H予阪TH5IXH B oprIDlH3au.H5IX KOMMYHMbHoro X03兄註CTBa，
rrepeBe瓦eHHbIXHa HOBylO cHcTeMy羽田劉pOBaHH兄 H3KOHOMHQeCKOrO CTHMy~­

HpOBむ虫丸 1978，おも 8，cteB予刀b.(3. r.) 

25. Orrpe){e~eHHe Hapo)J.HoX035IHCTBeHHOro 9q:cteKTa， 1978， NQ 10， MapT. (3. r.) 
26. YqeT H CTHMyAfpOBID悶 eBCTp自治区間釦OB，1978，ぬ 13，MapT. (3. r.) 

27. nO meK踏まCKOMyMeTO江y，1978，討を 21，Ma註.(3. r.) 

28. npeMHpOB郡 IearrrrapaTa yrrpaB~eHH兄， 1978，ぬ 24， HlOHb. (3. r.) 

29. npeMHpOBむrnepa60THHKoB cHa6況 eH白鳥 1978，NQ 34-35， aBrycT. (3. r.) 
30. 06 y~yl組eHHH nJI初日pOB出現先日 yCHJIeHHH B03)J.eHCTBH兄 X03冗員CTBeHHoroMe-

細部3MaHa rrOBblllIeHHe :3中cteKTHBHOC強口pOH3BO)J.CTBa H KaqeCTBa pa60TbI， 
1979，ぬ 32，aBryCT. (3. r.) 

31. COBeprneHcTBoB缶四eX03域 CTBeHHoroMexaHH3Ma， 1979， NQ 33， aBryCT. (3. r.) 
32. 日OBh回 eHHepO~H Tpy)J.OBOI‘o KOJWeKTHBa， 1979， NQ 34， aBrycT. (3. 3.) 
33. φ間部CbIB MeXIDlH3Me X03冗長CTBOB倍磁完， 1979， NQ 34， asryC'I¥(3. f.) 
34. MeTO瓦別ec邸 eyKa3am読 orrop江民間信部予OBaHH冗 HyqeTa pocTa rrpoH3Bo・

江CTBanpo江戸Q.J，HHBbICIlle註KaTerOpHHKaqeCTBa“OCHOBHblenO~O)l{eHH兄" 1979， 

おら 35，aBrycτ¥(3. r.) 
35. YKperrJI5IH CBH3b Ha戸OIHロpaKTHKH，1979， NQ 35， aBrycT. (3. f.) 
36. n~担OB誕百OKa3aTe~H H KP訂 epHHou.eHKlI， 1979，おき 35，鵠ryCT.(3. r.) 

上記関係文献のうち，第 2番目の文献が，いわゆる「社会主義露営生産企業規程j とい

われるもので，その全訳は E経済学雑誌jJ(55巻 l号)(藤由整訳)に掲載されており，同

氏の許可を得て拙著 F計画経済と社会主義企業jJ(雄葎社， 1967年〉の巻末に転載してあ

る。この企業規定に関するコメンタリとして次のものがある O

ロo且 pe瓦.rrpoct. B. B. J1anTeBa， K O.AL1!eHtnapuii K nO.llOJlCeHU幻 o co~ua./lucmu­

'ieCKO.M 2ocydapCtn8eHHO.At npou380ectnBeHHo.M npeδnpUfltnUU， <<おpU)J.IIqeCKa叉
JIIITepaTypa}， M. 1968.， H II3瓦aHHeBTopoe， rrepepa60ToHHoe II )J.orrOJIHeHHOe， 1971. 
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望月喜市訳・解説

同じくこの分野での参考文献として，

A. M. KOBa.neBCKH員，TωnpO.MrtUJ-tn.llaHB HOBblX yC.JlOBU5lX U mUnOBafl .MemOdUKa 
ezo pa3pa6omKU， {3KOHOM双路JM. 1968. 
H. 11. KJ克也， 11. 11.口eTpoB，KO.M.MeHmapu立 K flO.JlOJICeHU5l.M 0 nocmaBKax 

npody問 uuU mOBapoB， {lOpsJl閉eCKa冗 JIsTepaTypay，お¥.1978. 

口o瓦 p~瓦. rrpo中.B. B. J1釦TeBa，KO.ly[.MeHmapuii K nO.JlOJICeHUIO 0 npou3BoiJcmBe・
HHO.M 0ぬedUHeHUU(KO.M6uHame)， {ぬPH瓦別eCKa冗 JIHTe予aTpaj>， M. 1979. 

などを挙げることができるO

なお上記文献ロストのうち 30番目の文書が，以下の訳出対象となったものであるO

こんどの決定文書の総体としての印象は，ソ連の鉱工業生産活動が，一つのE大な生産

システムとして益々強く編成され，経済計画の手法が，より将来に向って，よりピラミッ

ド型に精密化されたものといえる O これは正に大規模システムの生産・管理規則要縞であ

る。計画化システムは本来サブシステムのピラミッド状の集中(全体)シスムであり，こ

うした方向は肯定されるべきものであろうが，この中にどのように民主鋭，柔軟性，刺激

制を取り入れていくかが，この謹のシステムの一つの課題である。この点から，今度の決

定をみると，企業計画における承認指標が 65年段搭よりかなり増加している反面ペ長期

経済結合方式を一層発展させ，経営計算原則を企業合同を単位として徹底させ，省・庁段

階にこれを拡大するとか， 物的刺激制度に長期安定ノルマチーフを導入する (1971年以

降)， 年度計画はその砕をゆるめ (5か年計画に重点を務行-1971年以蜂)下からの呼応

計画の積上げ方式にし，指標の採用に部門の特性を考慮する柔軟性を与えた，などの特徴

をみることができるO 増加した承認指標をみると，労働生産性と賃金の関係を重視して，

物語上昇圧力に対処し， 80年代の労働力不足経済に備えて労働者，勤務員のリミットを導

入するなどの政策的配慮が惑乙られる O

今度の決定の最大の特徴の一つは，科学一技指レベルと品質の向上への配慮であり，第

13項から第 15項がこれに対応、する直接振興策であるとすれば， 第 51項から52項にかけ

ては， 経営計算制と髄格政策面からのこれに対する刺激策であり， 第 53項は労働生産性

へのテコ入れ策であるc

また第 II部は，建設・投資面の政策を扱っているが，そこでも告用機能の強化による

建設促進策が打出されている。

純生産高指標や加工極鐙ノノレマ (HCO)幻が公式文書にとりあげられたのも，長年の理論

面での主張が政策面に反映したものとして興味深し、。 また錨格形成に関しては， I労働価

{童倍格」形成に近づいたようにみえる点 (55項 (e)， および末尾文献 [37Jなど)も， 注

目される G なお錨々の論点について，よりくわしい計算方式は，引続き発表されていくも

のと思われる。

1)増加した承認指標としては，純生産高， 労働生産性(1971年以降)， 上質生産物比率 (1971年以
降)，労識者・勤務員のリミット， 科学一長術プログラムの導入課題， 技術・労鵠・生産管理由で

の先進的経験の導入課題，資材節約課題といったものがある(第8項を参顛)。
2)加工儲値ノルマ論争については拙著〈前掲〉第5章を参照されたL、。純生産高指諜の実験的導入は
1973年以降である G
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「計画イヒの改善と経済メカニズムの強化Jについて

訳

計画化の改善並びに生産効率と労働の寅的向上に関する経済メカニズムの強化について

第 25回党大会， それに続く党中央委員会誌会およびソ連邦憲法の規定に立野し ソ連

共産党中央委員会並びにソ連邦閣僚会議は，経演の計画的指導の一層の改善，生産管理の

民主的諸原則の発展，労働集毘の創造的自発性の引上げに関する一連の政策を施行するこ

とが必要であると考える O

その課題とは，計画化と経努運営の水準を高め，現段階一発達した社会主義段踏ーの諸

要求にそれを即応させること O 社会的生産効率の大rh引上げ，科学-技術進歩の促進，労
働生産詮の引上げ，生産物の品質改善の実現などであり，それらを踏まえて，国の経済と

ソ達人民の福社の不断の向上を保証することにある。

共産党中央委員会と連邦窮僚会議は，次の決定を行った。

I 国民経済における計画作業レベんの引上げに関する措置について

1. すべての計画化作業改善の主要な方向は，高度の経済的成果を挙げうるより効果的

な方法の選択，産業部門と地域の発展の合理的結合，長期計画と短期計画の合理的結合，
プロポーシ言 Y

部門間と部門内の釣合の改善，均衡成長の保証などである O

この自的のために，ソ連邦の経済社会発展計画の作成に捺して，連邦ゴスプラン，連邦

省・庁，加盟共和雷閣僚会議は，次のことを保証すること。

a) 計露作成に擦しては視野を広くもち，経済・社会問題の総合的な解決を計り，重点

とする全国家的プログラムに努力と資源を集中することO

b) 社会的労働生産性と生産物の品質の向上に資する科学一技術上の発晃と発拐の具体

化を淀進すること。

c) 生産フ寸ンド，原料，労{動力， 資金を合理的に利用し，経営における節約体制の強

化と損失の除去を計ること O

d) 産業構造をより先進的なものに改造し投資とあらゆる社会的生産の効率引上げを

保証するために，産業部門と経済地域の発展の擾先順位を正しく決定すること O

e) 釣合とパランスのとれた経済成長に不可欠な資材予備と資金予備を形成すること O

連邦ゴスプランは，長期計画の役割の強化，手段一呂的法。の応況な採用， 科学的な技

術-経済ノルマとノノレマチーフ体系の導入を基礎として，計画化内容を質的に新しい水準

にまで引上げること C

2. 経済一社会発展長期計画作成方法を次のように設定する O

a) 連邦科学アカデミー，科学一技術富家委員会，連邦建設委員会は， 20年間にわたる

(5か年別)科学一技術発展総合プログラムを作成し， 5か年計画開始2年前迄にそのプロ

グラムを連邦器禁会議と連邦ゴスプランに提出することo 5か年を経逸するごとに，当該

総合プログラムに必要な修正を加え，それを新5か年計画に導入すること。

b) 連邦ゴスプランは，党によって決定される長期の社会的-経済的諸課題と科学一技

1)末罷追加文献 (51Jをみよ。

ウ

s



望月喜市訳・解説

街発展総合プログラムにもとづいて，連邦省・庁並びに，構成共和国関祭会議と共同し

て，連邦経済一社会発展 10か年 (5か年別〉基本方向草案を作成すること。最初の 5か年

計画では，基本方向の諸指標は 1か年刻みで作成され，次の5か年計画については，最

も主要な指標が5か年間の最終年について(投資は5か年間全体について)規定される。

5か年ごとに，この基本方向に必要な移正が加えられ，新5か年計画にそれが生かされる O

基本方向草案で辻，大規模な経済一社会開題の解の/ミリアントが検討される。

基本方向草案は，原則として， 5か年許画開始1年半以前に連邦語療会議に提出されるo

c) 所定の手続きで採択された経済一社会発展基本方向草案にもとづいて， 来るべき 5

か年間にわたる年度刻みの基本的指標と経済的ノルマに関する統制数字が作成され 5か

年計画関始1年以前に，連邦省・庁，構成共和国器援会議にそれが伝達される O 連邦省・

庁と構成共和国関設会議は，連邦ゴスプランからの統制数字受理後1か月以内に，企業合

同，企業，機関にそれを伝達すること。統制数字にもとづいて，経済一社会発展5か年許

画〈年度別〉草案が，企業合同，企業，機関によって作成される。この擦，企業合再，企

業，機関は，販売機関と共同して，経済契約を締結するため生産物の品目(アソートメン

ト)決定に関して需要側および供給側との関で予嬬的作業を行う。

連邦省・庁，構成共和習窮僚会議は，統制数字と企業合同，企業，機関によって提示さ

れた5か年計画草案にもとづいて， (年度別)5か年計画草案を産業部門知，共和国別にそ

れぞれ作成し，それを連邦ゴスプランに提示する O

連邦ゴスプランは，上記草案を考憲し，あらゆる指標についてバランスのとれた経済一

社会発展5か年計画(年度別〉草案を作成し 5か年計画開始5か月以詰に連邦弱療会議

にそれを提出する。

あらゆる管理レベルの計画草案の作成に際しては，選挙民の要望を考嘉すること O

3. 経済一社会の発展を計画化する主要な形態並びに経済活動を組織する基礎としての

5か年計画の役割を強化する目的で，国家経済一社会発展5か年計画の作成にあたっては，

5か年計冨の各年度に関し〔次のことが行なわれる〕。

資材，労働力，生産能力のバランス，財務パランス，住民の貨幣収支バランスの作成。

所与のノルマチーフ 2)に基づく，生産・基本建設・科学一研究活動にとって必要な資材・

資金の保有高，必要な場合には生産能力の保有高の規定。

賃金フォンドや経済的刺激フォンドめノルマチーフを含む経済的ノルマチーフの承認。

5か年計画は， 作業種類別，労働・原材料・撚料一電力の支出についての科学的に基礎

づけられた技術-経済ノルマとノルマチーフ，並びに生産力の利用ノルマチーフや比投資

ノルマチーフシステムにもとづいて構成されるo

工業卸売価務，建設見積り語格，貨物輸送料金は5か年間にわたって安定的に維持する。

経済管理のすべてのレベルにおける 5か年計画遂行度の評揺は 5か年計画開始後の累

2) ノルマチーフ (HopMaTlIB)とは，基準率のこと。これに対して，ノルマは基準値(標準優〕の意味
で用いられる。後述する経務的刺激フォンドへの払込率〈ノルマチーフ〉などのように使う。

3)経済的刺激プオンドとは，利潤から形成される，企業内部留掠資金の一部分で，物的奨励フォンド，

社会文イと・住宅建設フォンド，生産発展フォンドなどからなる。なお関連項として，第50項などを
参照。
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「計画化の改善と経演メカニズムの強化jについて

積額で，また年度計画については，年初以降の累讃額で評揺する O

4. 経済一社会発展年度計語は 5か年号画の当該年の課題と経済ノルマチーフを基礎

として，それに必要な具体性を加え，科学一技指の新しい成果の導入，さらには5か年計

画遂行を保註する経請的・組識的措置の実施を考嘉して作成される C

年度計画の作成は下部から一生産合間〈企業)と〔建設〕機関ーから開始される O

社会主義競争と経営内部予績の利用を発展させながら，生産合同〈企業)と機関は 5か

年計画の当該年に設定された課題をこえる呼応計画 (BCTpeQHhIellJIaHhI)を作成する。生産

企業合同(企業〉と機関の自発性により採択され，資材と結合した呼応計画が年度計画に

組み込まれる。

生産企業合同〈企業〉と機関は，締結された契約にもとづし、て，需要誕の注文に却して，

年度計雷の中で生産品目〈アソートメント)を決定する。

連邦省・庁と構成共和国閣僚会議は， 5か年計画の当該年の課題および生産合同(企業)

と機関の呼応許画にもとづいて，産業部門知共和国別に， (4半期刻みの主要自標を伴う)

年度計画草案を作成する。年度計画指標は， 5か年計画の当該年に設定された課題を下廼

つてはならない。

連邦ゴスプランは 5か年計画の当該年の課題と上記の草案を考恵して，年度開始4か

月以前に，次年度の経済一社会発展国家計画草案を連邦閣僚会議に提出する O

5. 生産合同〈企業)と機関の5か年計画と年度計画は，夫々の指標の過去の趨勢から

のみ計画指標を設定するのではなく，経済的技術的計算にもとづいて作成されるO

省・庁は， 1979-1980年の期間に各生産企業合同(企業)の設備一覧(バースボルト)3) 

の作成を保証し，それ以後はそれを更新する O 設備一覧には，生産設備の交替係数を含む

設錆有高と利用に関する資料，経織一技術レベルと生産特化に関する資料，その抱5か年

計画と年度計画を作成するのに必要な技術-経済指標を含まねばならない。

党・ソピエト・労働組合・青年共産同盟の諸機関，経営機関は 5か年計画と年度計画

の作或，およびその遂行のコ γ トロールに当って，生産企業合同(企業〉と機関の労働者集

団の讃極的参加を保証すること。労働者集団の注意を生産設錆の効率的利用と労動生産性

の引上げ，労働条件・生活条件の改善，許画・技術・労働原則の強化に集中させることO

6. 国家経済一社会発展長期計画の最も主要な構成部分として，自的別総合科学-技術・

経演・社会プログラム並びに各地域および地域一生産コンプレックスの発展プログラムを

作成し，このプログラムとそれに対応する計画部分及び資材と資金との必要な結合を保証

すること O

連邦ゴスプランは，関連する連邦省・庁および構成共和国語夜会議の参加をえて，上記

プログラムの一覧およびその作成方法と〔計画3期簡を5か年計画開始1年半以前に決定
し承認しなければならなし、。近い将来の第一願位として味料・金属節約プログラム，パ

ム地帯発展プログラム，手労働の縮少〔省力化ヲプログラム，消費財新製品開発プログラ

ムの作成が検討される O

7. 経済一社会発畏5か年計画では，鉱工業省・企業合同・企業に対して，次の指標と

経済的ノルマチーフが〈年度刻みで)承認される O

3)企業の設錆一覧〈パースボルト〉については， {3. r.} 1979， M 46， HO完6pbをみよ。〈末尾文献(54J)
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生産に関しては

比較価搭による(標準〉純生産高心の増加，ある生産部門では 商品生産高530 純生産

高の増加が承認される部門では，商品生産高指標は計算用 (pac羽 THO)(計算指標〕のとな

る。純生産高指標への移行は，当該部門の準備が整い次第行われる。

基礎的生産物〈輪出品を含む〉の生産高は現物指標で与えられる。

高品質生産物の生産高もしくは，当該部門に独特な生産物の品震指標。

労欝と社会的発震に興して

〈標準〉純生産高で計算された労楊生産性の増加。 もしくは， 部門によっては労傍支出

の変化をより正確に反咲するその他の指標で計算した労働生産性ゎ増加。

労働生産性の計画化のために採択された指標による生産高 1ループル当りの賃金ノル

マη。 あるいは，賃金フォ γ ドの総額。生産高ループノレ当りの賃金ノルマが計画において

承認される省においては，賃金総額は計算用として，連邦ゴスプランによって与えられ，

企業合同や企業に対しては，省によって与えられる O

労働者と勤務員り数の上限。

手労働縮少〔省力化コ課題。

物的奨励フォンド，社会文化-住宅建設フォンド形成ノルマチーフ O

財務について

利潤総額。部門によっては，生産物の原価引下げ高。原個引下げ課題が与えられる部門

に対しては，利潤総額は計算用として決定される。利潤分配の総ノルマチーフが設定され

る部門では，宮家予算への支払と国家予葬からの受取り額が同時に承認される O

基本建設について

固定フォンド，生産設備，生産施設の稼働開始高。この中には 現行企業の技術的再装

犠と改築による生産能力の増大を含む。

国家投資と建設一組立作業のリミット。この中には，環行企業の技能的再装儀と改築に

伴う費用を含む。 5か年計画で設定されたリミットが年度計画で超過承認されることはな

し、。

生産発展フォ γ ドの形成ノルマチーフ O

新技術の導入に関して

科学一技街プログラムの遂行，新しい高性議製造工程や新製品の創造・開発・導入に関

する基本課題。この中には新規導入企業や施設に関する基本課題を含む。

製品および主要な出荷生産物の技術レベルに関する基本指標。

4)企業内部で生産される付加罰鑑額のことで，労勢集団が霞民所得の生産にどのだけ貢獣Lたかを示
す。詳細は {3.r.}持 40-41，1979.を参照せよ〈末尾支献 (41J)。
5)企業の生産高指標の一つ。生産高指標を概念の去さの11震に並べると f総回転高J-r総生産高J-
「商品生産高J-r完成生産高JのJI震になる。「商品生産高j 主は出荷産生高(=完成生産高) +受
注した工業作業栖檀として表わされる。 (6aKJlaHOB，r. 11.， BorrpochI CTaTHCTHKIJ rrpOMhI国JIe-
HHoro rrpe，lI.rrpmITHIJ， rOCCTaTH3，lI.aT， M. 1955， c. 11) 
6)企業管理上の指諜群として， ~l承認指標， (ロi計算指標，レオ評fiffi指標，同県j散指標がある。的は上部
機関の承認を必要とするもの。{ロ}は企業の計画化に利用する指標で，承認を必要としないもの。州
立刺激フォンド形成の計葬などに利用されるもの。{ニ}はそのうちプレミアム支払用に用いられるも

の。拙著『計画経済と社会主義企業JJp. 126. 
7)評締は {3.r.}地 45，1979.をみよ。〈末尾文献 (46J) 
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科学-技術の導入に伴う経済効果S30

(省に対して)科学-技街発展統一フォンドのの形成ノルマチーフ。

資材一機械供給について

5か年計雷遂行に必要な基礎的な資材一機械供給高。

主要な資材支出ノルマの平均引下げ課題。

8. 第 11次5か年計画より，経済一社会発展年度計画では， 5か年計画の各年別に設定

された課題を具体化したり，場合によっては精密化する形で，次の指標が承認される。

a) 鉱工業省に対しては:

(5か年計画よりもっと細かな品目分類(ロo õo~ee pa3BepHyTO詰 HOMeHKJIaTpype)で)10) 

現物表示の生産高。この中には輪出品を含む。

国定フォンド，生産設備，生産第設の稼働高。この中には，現行企業の技術的再装績と

改築による生産能力の増加高を含む。

国家予算への支払と予算からの受取り O

年度計画遂行に必要な資材一機械引渡し高。

生産物の販売高，利潤総額，および〈生産高1ルーブノレ当りの賃金ノルマチーフが設定

されない部門では)賃金フォンドに関する年度計画指標などが，連邦ゴスプラ γの同意を

えて連邦拡工業省によって. (共和国省にあっては〕共和国ゴスプランの同意をえて， 共

和毘省によって，承認される。

〈標準)純生産高もしくはその他の生産高指標， 労働生産性の増加， 高品質製品の生産

高，新技術導入課題およびその他の諸指標は. 5か年計画の当該年度の課題(もしくはノ

ルマチーフ)に立脚して，年度計画では鉱工業省によって設定される O 連邦省もしくは構

或共和国の年度計画草案指標が，全体として 5か年計爵の当該年の岳標より低い場合に

は，当該連邦省もしくは構成共和冨関援会議と連邦ゴスプラ γの提示により，連邦閣僚会

議の承認がとりつけられる。

b) 企業合同と企業に対して:

生産高に関して

(5か年計画よりー震分類の細かな品Eで)輪出品を含む現物表示での生産高。消費財に
関しては，児童用品を含めて，グループ〔レベルの〉品目分類11)での現物表示の生産高。

生産舟生産物，泊費財の品目別(アソートメント別〉の締結契約?こもとづく引渡し義務

の遂行度の評極用，および，輸出品の謂達発注指図書に関する義務の遂行度の評語用とし

て，合同企業や企業に対して販売高が承認される。

易自民経済効果=3rrp十3rrOTp，3rrp:新投手持の生主主憤jで発生する経済効果. 3rrOTp:新技捕の陪IH
期損内Eこ利用但lJでえられる経済効果。詳細は“OロpeぇeJIeHHe3争中eKTHBHOCTHHOBO註 TeXH沼KH"
{3. r.}， 19マ7.持 10，MapT.および“Qrrpe江eJIeHHeHapO，UHOX03HHCTBeHHOrO 3争中eKTa"{3. rふ
1978， NQ 10， MapT.を参照、(文献 (20)，(25))。

9)科学一技術発展資金と Lて，傘下企業から払込まれ， 省のもとで積立てられるフォンド。関連規定

として，第51項をみよ。なお {3.r.}，地 39，1979.を参照〈文献末尾 (39))。
10)品目分類のラ γ クは， 次の三段階に分けられる CBO，UHO-IIJIaHOBa匁 HOMeHKJIaTypa，rpyIIIIoBa冗

H. pa3BepHyTa5I H. (CM. 3KOHOMI-PleCKa5I 3HI.I.HKJlOrre，UH凡ロpOMbIIlIJleHHOCTbH CTpOHTeJlbCTBO， 
T. I-III. M. 1962-1965， T. II， cc. 39-44). 
11)品呂細分度レベ/レ2に椙当する。関l注目)をみよ。
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労{動生震性の誕定tこ際して利用される〈標準)純生産高もしくはその他の生産高指標。

高品質生産物の生産高もしくは，当該部門に設定されたその他の品質指標。

労舗と社会的発震について

労機生産性の増大。

労働者・勤務員数のりミット。

賃金フォ γ ド〈生産高ループノレ当りの賃金ノルマが設定されない産業部門の場合)

財務について

利務総額〈もしくは生産物原個引下げ〉。

国家予算への支払いと，国家予算からの受取り。

基本建設について

固定フォ γ ド，生産設備，生産施設の稼楊開始高。この中には，技術的再装錆や改築に

よる生産能力の増加高を含む。

新技衝と先進的経験の導入について

新境の高能率製造工程や新製品の作成，開発，導入，および科学一技術プログラムの遂

行課題。同乙く製造技禽，労働・生産・管理の科学的組織化の分野での先進的経験の導入

に関する課題。

資材一機按6保証について

年度計画遂行に必要な資祥一機械の引渡し高 (5か年計画よりもより細分化された品目

分類で〉。

主要資材の投入ノルマの平均引下課題。

その他の諸指標は，年度計画では5か年計醤の当該年の課題〈もしくはノノレマチーフ)

に基いて，企業合同と企業岳身により作成・決定される。

9. 連邦ゴスプランは，関係連邦省・庁と協力して，生産物の効率・品糞その他の使用

特性を測定する科学的な技術ー経済指標を広く採用し， (金属冶金， 機械組立， その他の

工業部門について)生産物の物的測定尺度システムに必要な変更を加え， 1979年------80年

にそれらを導入することO

向上期間に，設備の生産性およびその飽の経済的特性をより完全に反映する誕定単位を

用いる，大枠分類による設備の生産計画への移行を実現すること。重量指標は，必要な場

合，計算〔指標〕としてのみ採用すること。

10. 連邦ゴスプランは，関係連邦省・庁および構成共和国関祭会議の提案にもとづき，

各産業部門や工場〈採掘部門とくに石炭，電力，その佐若干の農業原料加工部門を含む)

に対L.その特性を考慮して， 第7・8項以外の指標，すなわちより正確に生霊動態， 生

産効率，労働生産性の増大を反挟する指標を設定することができる O

11. 省・庁は，生産合同〈企業〉の出荷総量やその他の指標が，よち効率的な生産手段

もしくは高品質の新指費財の導入と増産に関連して，承認、済み計画より低下する場合は，

当該生産単位の提案にもとづいて，その年震計画を変更することができる。その場合，生

産合同(企業〉は，需要袈.uとの経済契約を適時に修正しなければならなL、。生産合同(企

業)の年度計画指標の変更と関連して，連邦省・庁および構成共和国全体として，承認計

画に比較して指標が抵下する場合には，その変更は，連邦ゴスプランの承認対象となる。
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12. ソ連邦・構成共和国と岳治共和国・地方・チH.都市・地区〔の各段階]， :および省・

庁・企業合同・企業と機関〔の各段階〕の経済一社会発展国家計画の中には，社会発展の

総合措置を記述した総説的諸章 (CBO，ll.Hhlepa限切叫が設けられる O その中では，労働条

件の改善，労{動者の技能資格や職業熟練度の向上，住民の教育・文化レベノレの海上，住宅

条件・文化一日常生活条件の改善，室主主サービスの改善，その他社会生活面での措置が，

生産課題，基本建設課題およびそれらの効率引主げ課題と関連づけられて，検討される O

13. 経済一社会発展計画に於ては，科学・技術の成果の全面的な包尽を念頭において，

a) 科学・技術連邦国家委員会，連邦建設委員会は，連邦科学アカデミーと協力し，次

の事項を実施する O

基礎研究・応用研究の成果を湾入するため，最も主要な科学-技術問題.自然資源の総

会的利用問題を解決するプログラムを作成し連邦ゴスプランに提出すること O その提案に

於ては，科学的研究から実用段階に到るまでの新製品の大量生産の組織北と先進技街の導

入を含む作業の最終目標，技術的-経済的成果，作業期間と作業の実現諸過程などが検討

さ才LるO

プログラム遂行上の全体責任，およびその部分課題に対して京任を負うリーダ格の省・

庁を決定する O ワーダ格の省.rfの提案に基づき，当該プログラム並びに課題に対する指
導者を任命する O

b) 連邦字?・庁および構成共和国間僚会議は， 5か年計画に於て次の事項を作成し承認

する O

産業部門の技術水準の引上げ計画。その中で，部門の科学 技術問題，自然資源の総合

科用プログラムを検討する O それと同時に，高品費新製品・材料，機械・設備，先進的製

造工程の創造ー開発・導入プログラム，工場の技術的改善と生産物の1111質改芳に関するプ

ログラムを検討する O

自然保護・環境維持計画，および副産物，産業排棄物，二次材料その他の資源の利用計

[ft~。

14. (連邦)標準規搭国家委員会は，省・庁と協力して， 1979 年~80 年の期間に:

機械・設需に関する!日式化した標準規轄の再検討をすること O 新標準規格には，一連の

質的特性と並んで，製品の!軽量化，使用撚料・電力節減，部品・装具の規格統-要求をも

り込むこと O 機械製品一般，類似製品の標準規格化と専門化作業プログラムの作成。

主要消費財の標準規格化統一プログラムの作成。その際，製品の品質要求の高度化を考

返して，原・材料，複合部品，完成品に対する承認規準をみたすこと。

15. 製品の技街レベノレと品質の高度化のために:

a) 連邦省、 .fT， 構成共和国閣僚会議は.新規企業の設計・建設，現行企業の拡大と改

築に当っては，技術特性・品賞に関して国内・宮外の最良製品に匹鼓するか，それ以上の

製品の生産を新規導入設錆で保証するような，高能率生産技術と最新技術の採用を基準と

すること。(連邦〉科学一技術国家委員会と(連邦〉建設国家委員会は，こうした要求の

実現を厳格に指導すること;

b) (連邦)科学一技術国家委員会は，関係者・庁と協議の上:

1979 年~80 年の期間に， 従来製品もしくは新製品の技術的-経済的指標の引上げ政策
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の作成と実現，陳腐化製品の生産中止を促進するため，機械・設備・その他の生産用機械

の技術レベルの評値〔基準〕を導入すること。将来は，一定期間ごとにこうした評価〔基

準の適用〕を実行すること;

とくに重要な製品と製造工程の，技術的課題と最終成果の段搭での技術ー経済指標に関

して， (当該〕官庁以外の専門家鑑定を行う方法と時期を設定すること;

c) 省・庁に対して:

省・庁のイニシャティブで，傘下の適当な大規模企業合同〈企業〉に対し，最重要な新

製品の導入を計ること;

投 79年'"'-'80年の期間十こ. (連邦)標準規格化国家委員会と協同して，最も重要な生産的

-技術的用途および文化一日常製品の〔それぞれについて〕国家テスト責任機関〔複数〕

を確立すること O

〈連邦〉標準規格化国家委員会に対し， 上記製品の国家テストの方法上の指導と， その

実施の適正を監督する査任を課するものとする。

16. ソ連邦経済一社会発展国家計画課題のバランス性を引上げるため，連邦ゴスプラ

ン，連邦省・庁の責任を高めることが必要であると考える。

資材パラ γスの作成とその分配計画の方法を次のように定める:

10年間にわたる経済一社会発展基本方自において， 5か年計語の最終年の主要な生産物

の主要な利用方向を決定するバランス表を作成する。

5か年計画では，年度刻みで大枠品目分類で(ロo yKpyrrHeHHo註 HOMeHlwaType) 生産物

パランスを作民主要なフォンド割当受権者(中OH)J.O)J.ep抵 aT倒的12)別分配計画を作る。

年度計画では，細目分類でバランス諸表をつくり，そのフォンド割当受権者別配分計画

をつくる。

連邦ゴスプランは， 連邦供給国家委員会と協力して 3か月以内に (4半期計画におい

て〕生産物の品巨(アソートメント)，バランス諸表，分配計画を定める O それらは，連邦

ゴスプラン，連邦供給国家委員会，連邦者・庁，構成共和国関探会議により，それぞれ作

成・承認される O 上記諸機関〔連邦省・庁・共和国関瞭会議3は，計画の資材的裏付けに

対して責任を負い，その承認の責任は，これらの諸機関〔ゴスプランと供給委員会〕が負

う。部門間にまたがる比較的重要な生産物のバランス表と分配計画は 連邦閣僚会議の承

認を受けるため，連邦ゴスプランによって提出される O

連邦供給国家委員会は，連邦省・庁および構成共和国閣援会議と協同して，生産物の具

体的必要額を追求し，供給の盤路を適時に克服する政策を(政策の根拠と晃積りを付して〉

5か年計画と年度計画案の準備過程で作成し，連邦ゴスプランに提示する O 連邦ゴスプラ

12)分配計画に従って，生産物フォンドを割当てられた，連邦省・庁・その抱諸機関，たとえば，連邦

工業生産企業合同，連邦一共和国省，共和冨工業生産合同など。その他 C0103rJIaBKOMIIJIeKThI (連

邦コンプレヅククス総管理昂)， C0103raBKOMIIJIeKTaBTOMaTHKa (連邦オートメーションコンプレ

ヅクス総管理局)などもこれに該当する。但し，供給一販売機需は配分の執行機関であって，フォ

ンド権科者ではない。省は，フォンド割当を受けると，その 5%の範囲でストックに廼すことがで
きるつフォンドを害5当られると，一定期間 (20日'""'-'30日〉以内に供給機関にそれを通知する。供給

一販売機関は，供飴者を指定L，需要閣.uの必要品目を詳細イとして，供給者に知らせる。 (CM.KJle鼓H，
H. 11. H .ll.pr.， KOMMeHTapH益 K 口OJlO>KeHHHM0 IIOCTaBKH IIpOぇyKUHH H TOBapOB， <:ぉpH.ll.H-
qeCKaH J1HTepaTypa)， M. 1978. CC. 24-28.) 
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ンは，これらの政策を実行するために必要な手段〔資源・財源ヲを，計画案で検討するこ

とO

17. 必要な品目と品質の生産物の害要を，生産面でも、消費面でも充足する責任は，当該

生産物を主として生産する省が負うものとする。細自分類(アソートメント)による出荷

生産物と出荷時期のとりきめは，連邦供絵富家委員会付属連邦供給販売総管理局もしくは

(資材一機械供給国家システム扱いでない生産物については〉省・庁の販売機関と協同し

て，生産合同(企業)=供絵棋と生産合同(企業)=需要領iによって行なわれる O

生産的一技指的用途に供される生産物の生産と引渡し (1980年以降の)一覧表は，生産

企業合同〈企業〉の専門化を考君、して，生産合同(企業〉に対して.連邦供給国家委員会

の参加をえて，連邦者・庁によって作成される。その表にもとづいて需要側は所与のフォ

γ ドの枠内で，必要生産物の受取り契約を供給-販売機関と取結ぶ。

18. 連邦ゴンプランは，関係省・庁および構成共和霞関僚会議と協同して，生産企業合

同(企業)の直接長期経済結合13) (百戸Mble，l(JIMTeJIbHbIe X03HHCTBelffible CB完3M)への移行

を，基本的には， 1980年に完了すること。

誼接長期経済結合の場合，主主工業の生産合同(企業)間，および生産企業合同(企業)

ι 連邦国家洪治委員会，運輸機関，国営商業・協同組合商業との間の契約は 5年聞に
わたって締結されるつ(年度刻みを伴う)5か年契約による生産物の引渡し総額は，原則と

してグループ別品呂分顎(アソートメント)で、行なわれるの年度計画の作成に際しては，

引渡し生産物の品自(アソートメンりは，年度開始1.5か月以前に縮分化され，精密化

きれるの

19. 連邦供給国家委員会に対して:

生産合同(企業〉と〔建設1機関に，資材を保証する一つの形態として，連邦供給国家

委員会とそれらとの問に締結きれた契約にもとづく. 保証総合供給制 (rapa祝日pOB3IffiOe

KOMI1JIeKCHOe cHa6)をaHMe) を発展させること O

第 10次 5か年計画期間中に， 連邦供給国家委員会の地域供給墓地から， 一般の輪送手

段で，場合によっては，連邦供給国家委員会〔岳身3の輸送手段で，協定輸送ダイヤにも

とづく需要側への中央集中配送〔体制〕への切りかえを，基本的に完了すること O

20. 鉱工業省は，傘下の生産企業合同(企業)の消費財を販売するフィルマ商居続14)を

発展させること O 商品取引計爵とフィルマ商屈に対する市場フォンドは，構成共和国間僚

会議も Lくは，その依嘱による自治共和国閣僚会議，地方・升!ソヴェト執行委員会によっ

て、関係鉱工業者の同意、のもとに承認される O

文化一日常品と家庭用品を生産する主要鉱工業雀(もしくはその依嘱による傘下の企業

合同)は，所罵のいかんを問わず企業合間と企業によって生産されるすべての当該商品の総

括提供者として，部定期市 (OITTOBbIerpMapKH)に〔当該商品をう出品する義務を負う O

21. 連邦商業省並びに消費財を生産する鉱工業省・企業合同と企業が，消費財に対する

13) I直接長期経詳結合]は新システムの最も重要なものの・つである。 この主旨は， 長期契約を需拾
者間で結ぶことで，物流を円滑化することにある。たとえばトラクター・農機具，自動車，職送機
関，ベアリング工場などに刻する金冨の引渡しなどは長期経済結合で、行われる。 (CM. 上掲書“KO・
MMeHTapH益 p.111以下による)

14)向・産業部内内の企業合同， 1961年に始まる o (拙著言il掲書， pp. 50-51参照)
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住民の需要によりよく芯える責在住を高めるため，連邦商業省総管理局(構成共和国高業

省卸売機関〉と主主工業企業合同(省の総管理局)との間で. 5か年協定の締結を慣例化す

ること O その際契約の中で次の事項を包摂すること:

品吾の更新，仕上げと外見・包装の改善，および住民の需要に一層拡えるためのその他

の取り決め，商業機関の注文に対する生産合同〈企業〉の責任性のヲi上げ，商業機関の発

主責任の引上げ。

試作新製品と特定流行品に対する1i面接設定，商品の品質と使用特性に応じた商業割引格

差や実際の需要を考慮した〈価搭国家委員会規準にもとづけ価格の決定。

上記の5か年協定にもとづいて，生産企業合同(企業)は，高業金業との間に年度契約

を締結する。その中で，需要を考慮して当該高品の引渡し量，品目および引渡し条件が具

体化されるO

子供用品の商品引渡し契約義務違犯に対する生産合同(企業〉の責任性を高めるため

に，子供用品以外の商品に対する違約金よりも高い罰金が課されるO

22. 商業省の卸売基地〔倉庫〕と小売企業との聞の経営関係は，契約に基づいて調整す

ること O 契約の中では，卸売基地側の責任として，必要な品吾の商品を間断なく商宿に供

給すること，小売企業{販の責任として，商高に最小限の品数をとりそろえておくことを規

定すること O 物的奨励フ才ンドとプレミアムを形成する場合には，こうした契約義務の遂

行を考慮すること O 卸売商業における商品在庫基準を高めること O

23. 連邦コヌプランは，経済一社会発展 10か年基本方向(年夏刻みを伴う)， 5か年計画，

年度計画草案の中で，連邦全体および構成共和国別の労働力バランスを連邦関{京会議に提

示し国民経済に対する労f動力保証政策を検討すること。

労働一社会問題国家委員会は， 地域別労働力パランス案と見積り計算を連邦ゴスプラン

に提示すること O 労{動力の配置と再配置に関する計画性の強化，従業員の流動化の縮小と

定着性の引上げに関する経済的・組織的設策の作成とその実施。国民経済における労働力

の効率的利用に対する系統的なコンロールの実施。生産合同〈企業〉と機関に女子する労働

力確保と，遊休労働力の雇用促進に関する地方労働機関の役割の引上げ。

構成・自治共和国閣僚会議，地方・升1.都市ソビ、エト執行委員会は，共和国・地方・チ1'1 • 

都市到の， ロシア共和国では同じく経済地区別の長期および単年度の労働力バランス表を

作成すること。

省・庁は，地方計画機関と労{動力機関および傘下の生産合同(企業・)・機関と協力して，

自己の労働力確保計画を作成すること。

24. 連邦ゴスプランは， 経済一社会発展5か年計画草案の中で〔次のものを〕作成し，

連邦閣僚会議に提出すること:

同 年度別の収支総合財務バランスO 年度計画では，昌家計画できめられたあらゆる政

策の実施を財政面から保証し同時に必要な財源を確保する年間総合財務バランス O

連邦財務省は，総合財務見震り， その収支バランス措置， (年度別) 5か年計画におけ

る国家予算収支〈主要項目別〉総合見積り等を，連邦ゴスプランに提示すること O 連邦ゴ

スパンクと連邦建設銀行は， (年度別)5か年計画長期・短期信用見積りを連邦ゴスプラン

に提出すること O

A
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省・庁は， 5か年計画草案と同時に，それに対応して， (年度別)5か年財務計画と年間

財務計画を作成し，連邦財務省もしくは，共和国財務省の同意を得るためそれを提出する

こと。対応する財務計画は，生産合同(企業)別にも同様に作成される;

b) 仁5か年計画には〕年変)]1]住民貨幣収支バランス，年間計画には，年度バランス〔を

作成すること〕。貨幣流通の安定性を保証するために，必要な予嬬を検討すること O

連邦財務省、および連邦ゴスパンクは，住民の貨幣収支パランス草案に対する必要な見惹

りと提案を，連邦ゴスプランに提示することO

構成共和国語僚会議は，自治共和菌別，地方・升[)]IJの住民の貨幣収支バランスを作成す

ること O

25. 産業部門計画と地域計画の合時的な結合を計4る打的で:

a) 連邦省・庁は;

地域別の部門発展計画草案の作成を改rけ.構成共和再開僚会議との協同検討を保証ーす
ること;

構成共和国間陵会議に対しそれぞれの共和国に存在する連邦所属の生産合同(企菜)

と〔建設〕機関の統制数字，草案および承認済み計両の京-本的指標(現物表示による軍事

生産指標を除く〉を通知すること;

傘下の生産合同(企業)や〔建設〕機関〈その存在地点での)が.統制数字.計画案と

承認済計画の基礎指標を，地方・チ11・都市計画委員会に提示することを保証すること O ヲミH

区分のない構成共和国にあっては，その共和国のゴスプランに提出すること;

b) 構成共和国関探会議は，共和富所轄の経済5か年計画と年度計画の草案と並んで，

共和国所属の企業合同，企業. (建設〕機関の計画案についての提案を，共和国の経済一社

会の総会的発展を保証することを考嘉して作成し，連邦ゴスプラン，連邦省・庁に対しJjt

示すること O 当該共和国地域に存在する連邦所居3の生産企業合同〈企業〉と〔建設〕機関

の基本的討画指標を，構成共和国の経済 社会発展5か年計画と年度計画に合めること O

モスクワ市， レニングラード市， レニングラード升!の総合経済一社会発展計画の作成と

承認、に関する現行方法を存続させること O

26. 構成・自治共和国の閤探会議，地方・州・都市ソビ、エト執行委員会は，地方建設材

料の生産，泊費財の生産，住宅一公共，文化一日常サービス建設計画の総合5か年計画と

年度計画の作成と承認，および計画遂行に対するコントロールを実施する責任を負う O 連

邦所属の合同・企業・機関の諸指標を〔上記の〕総合計画に含める擦には，連邦省・庁が

〔上記機関に対して〕承認した計画課題に立訴すること O

27. 構成共和国間探会議は，基本建設計画と建設機関の所有する生産能力・労働力との

結合を計るために， 当該共和国の(連邦一共和国省によって施行される)請負建設作業5

か年計画と年度計画案を作成し連邦ゴスプラン並びに対応する連邦省に提出すること。

請負作業計画の作成に際して，連邦ゴスプランは，請負fF業を実施する連邦省、および共和
国関誌会議によって提出された計画案を同時に検討すること O

28. 地域計画の改善，地域別の資材・労働力のよワ完全な計画見積り，生産力の地域配

置の改善を目的として，連邦ゴスプランは〔次のことをすること):
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連邦供給国家委員会と協力し，連邦省・庁と構成共和国露霞会議の参加をえて，主要生

産物の生産と分配の地域バランスを作成すること。このパラ γスに対応して，運輪省は大

量貨物の最適輪送経路を決定すること;

構成共和国関誌会議，連邦省・庁および連邦科学アカデミーの参加をえて，大規模な地

域問題解決プログラム，主たる地域一生産コンプレックスの形成と発展プログラムを作成

すること O これらのコンプレックスに関して，基本建設総合計画を作成すること O

シベリア・極東地域の増大する経務的重要性と，この地域における大規模な地域一生産

コンプレックスの形成を考麗して，連邦ゴスプラ γは， ロシア共和国開稼会議並びに関係、

する連邦省・庁と協同して，この地域の生産力の発展と配震に関する見取図，およびそこ

に含まれる地域一生産コンプレックスの見取図並びに，生産合同〈企業〉と機関の行政的

所属の如何をとわず各コンプレックスごとの経済一社会発展基本指標を検討し，これら指

標を承認しその遂行をコントロールすることO

連邦省・庁は，構成共和匿閣僚会議の参加をえて，国民経済部門と鉱工業部門の発展と

配置の見取留を，連邦ゴスプランの同意のもとに作成し承認すること。この見取留を作成

する場合，自治共和国，地方・升jソヴェト執行委員会の結論を考慮すること O 雀・庁は，

自己に所属する生産合同(企業)と機関で，シベワア・極東の地域一生産コンプレックス

を構成する生産体の発展指標を計画案の中で別立てで示すこと。

29. 計画バリアントの作成と計画解の最適化を計るために， 連邦ゴスプランは， 第 11

次5か年計画期間に，計画計算の自動化システム (ACnp) の導入を完了すること O それ

は，生産物の生産と分配の現物・価値バランスの広汎な利用，生産設備・労働力・資金パ

ランス，計画ノルマシステムの広汎な利用を可能にする O

30. 連邦ゴスプランは，省・庁によって作成される 5か年計画案と年次計画案の質的要

求を高め，本決定の立場に合致しない計画案は，再検討のため省・庁に差戻すこと。

省・庁は;

計画年度開始 1か月半以上前に. (資材一機械供給量を含む〉 あらゆる計雷指標を企業

合同・企業・機関に示達すること。

生産企業合同(企業〉と機関に対して承認済年度計画と四半期計画の安定性を保証し

実際の遂行〔可能〕レベル以下に計画の修正を許さないこと。

計画化の修正を許可し，そのために計画課題の引下げが行なわれた場合，省・庁その能

の管理機関の主任は，所定の基準で，指導上・物質上の責任を問われ，企業合同・企業・

機関の指導的職員は，経営活動の基本的成果に対するプレミアムを 50%以上 100%の範囲

で失うことになる O

11 生産設儲・生産構造物の稼働関姶の促進と投資効率の引上げ政葉について。

31. 連邦ゴスプラン，連邦省・庁，構成共和国間療会議は，投資効率の引上げ，すでに

建設が開始された生産設備・講造物の稼楊開始の促進，新規建設件数の大幅な削減政策を

作成し実行すること O それによって，できるだけ短期間に，未完成建設総額を一定基準に

まで引下げること O
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1981'"'-'85年計画の作成に際しては，連邦ゴスプランと連邦建設国家委員会は，設備に対

する支出割合を高める1ηことによって，投資構造の一層の改善を計る政策を作成するこ

とO

32. 第 11次5か年計画期から， 連邦省、・庁および構成共和国間際会議は，基本建設に

関する安定した(年度別) 5か年計画を承認すること。この計画は，資材・機械・電力プ

ラントとか，労{動・資金とか，建設一組立機械能力などとバランスのとれたものであるこ

とC

連邦ゴスプランは，連邦省・庁別 講成共和国関探会議別の基本建設計画案と同時に，

建設現場地区別に，請負側の省・庁と，発注{員.uの構成共和国・省・庁別に仕別けした請負

作業計画を，連邦語標会議に提出すること O

連邦省・庁と構成共和国語探会議は 5か年計画課題を，構成共和国の省・庁や傘下の

企業合同，企業，機関にまで示達する擦に， 対応する資材・資金に伴うりミット総合の 5

%以内で，投資予備，建設一組立・請負作業予備を留保することができる O

33. 現行生産計画と新規建設計画を一体化するため， 5か年計画案においては，物的生

産部門向け投資を生産高とサーピスの増大計画に包摂すること。

連邦省・庁と構成共和国間探会議は， 5か年計同案の中で， c次のものを作りそれを〕連
邦ゴスプランに提出すること:

現存の生産設備と毘定フォンドの計画バランスと利用見積り;

生産発展フォンドを含む，予定政策に必要な投資・設備見積りを伴う現行企業の改築と

技術的再装備の総合計雨。

上記目的に関して企業‘合同と企業に，資材・設備，投資・建設一組立作業・請負作業リ

ミットを第一!煩{立で割当てることを計画の中で考慮すること。

現行企業の改築なり，技術導入をもってしでも現行企業だけでは当該製品の需要を満た

しえない場合には，新規企業の建設と現行企業の拡大資金を確保すること O

34. 連邦建設富家委員会の責任体制を〔次の事項について〕設定する O 建設・設計一見

積作業の改善・設計の葉的向上に対する統一技術政策の施行。建設コスト引下げ政策の作

成と実施。都市建設基準の改善と，蔀市・工業センター・勤労者集落の建築外観の改良。

企業と建造物の設計・建設の促進のために:

a) 連邦ゴスプランは， 基本建設計画と結合して，設計一実地調査作業並びに設計一実

地調査機関縞と資材一機械基地の発展5か年計画(年震豆Ij)を作成し，承認すること;

b) 連邦省・庁及び構成共和国閣僚会議に対して:

企業建設を 2年以上にわたって継続する場合，企業全体の建設計画にもとづいて，その

企業全体ではなく第一期工事部分の設計と見積つを作成すること O 第一期工事の建設開始

と同時に，次期の建設開始までに，必要な設計一晃積り書類を準備するため，次期工事の

設計を完成することっ

各工期の建設見積価格は，技術的-経済的に決定された企業建設総額の範西内で、承認さ

15)投資資金をできるだけ生産効呆に結合するため， T場の家探応分への投資より設鮪向け投資の比率

台高めることが茂原JされアL、ろ j
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れねばならない;

(企業〈建造物)の建設が決定され， その長期計画が存在する場合には)長期の設計作

業を伴う大規模建設に関しては，必要に応じて，設計プランの承認以前に，建設初年度の

作業図面と見積を作成することが出来る;

c) 工業企業及びその他部門の企業建設および在宅一公共建造物の定型・非定型設計

は，原則として，専門の熟練資格者の広汎な競争参加によって行なわれる;

d) 発注側と設計一実地調査機関との間の決算が行なわれるのは，企業・完成前コンプ

レックス・各期工事・建造物の建設設計が完全に終了し発注側によってそれが受理され

た時点である。設計引渡し計画期間以前の設計機関の費用は，自己流動資金によるか，非

中間決算方式への移行と関連して発生する，発注侵1]の手元遊抹資金の活用による銀行信用

によって賄なわれる。設計引渡し計画期間以前の信用貸付には，高金利が適用される。

35. 5年計画において，建設一組立作業を担当する省・庁および建設一組立機関に対し

て，第 11次5か年計画よち建設作業に関する次の指標が(年度別に〉承認される:

生産設備と生産的建造物の稼働開始高。この中には，現行企業の新規装備や改築による

生産能力の増加分も含まれるO 生産設鶴・建造物の稼働開始指標は，重要な製造プラント

や電力設備の組立契約の実施機関に対しでも適用される;

注文主別に分割した，総建設商品生産高と自力による建設高品生産高〈生産・サービス

活動の主体としての企業・各期工事・完成前コンプレックス・建造物で，注文主に引渡さ

れた部分の建設一組立作業価値額)。発注者である省・庁の別に，傘下の企業合同，企業，

機関に対して建設商品生産高課題が承認される;

労動生産性の増大。

労識者・勤務員の人員リミット。

糞金フォ γ ド総額。

利潤額(あるいは，建設一組立作業の原儲引下げ高)。

新技術導入課題。

計画達成に必要な資材・機械・装置その他の資材一機械類。

資材一機械，賃金フォ γ ド，流動手段及び借入額の必要量を決定するため，連邦ゴスプ

ランは， 連邦省・庁， 構成共和国別に， (注文主知)請負作業の総額と自力達成分を決定

する O

年度計画では，年度別5か年計画で設定された同一課題指標がより具体化されて承認さ

れる抱，国家予算との収支額が承認される O

連邦建設国家委員会は，建設省の参加をえて， 1979r-...-80年の期間に，建設一組立機関の

労働生産性の計画化を〈標準)純生産高もしくは，労働支出の変化をより正確に反映する

その飽の指標で行ない，賃金フォンドの計画化を労働生産性の計画化に際して採用された

生産高 1ループル当りの賃金ノルマで、行なうよう 第 11次5か年計画で漸次的に移行す

るための見積一標準ベースを準備する措震をとること O

36. 生産設備・建造物の稼動開始課題，建設高品生産高，労働生産性，利潤などの課題

遂行震に関して建設一組立機関の経営活動の評価を実施すること。また〔その指標に関し
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て〕同様に経済的刺激を実苑すること。

5か年計画の各年震ごと，もしくは四半期ごとに，建設一組立機関に対して，生産設備・

建造物の稼働開始課題，建設商品生産高や利諸課題が，事前に設定されていない場合(も

しくはごくわず刀、しか予定されていない場合)には:

請負機関と発注者による承認済各建造物・構築物ごとの作業グラフに応じた建設一組立

作業の遂行度および，建設一組立作業原価の引下げ指標と労働生産性増加指標によって，

これら機関の活動を評価すること。

建設一組立機関の財務計画では，計画支出の補墳と，バランス利潤で補填され得ない部

分の物的奨励フォ γ ドからの前倒し支出は，建設一組立作業の原価引下げによる節約高，

未完成建設の計画蓄積の節約高によって，考慮されるO

37. 連邦省・庁，構成共和国関探会議は，生産物の出荷・サーピス活動の準備がととの

った，建設完了・稼働開始企業，完成前コンプレヅクス，各期工事，建造物に対し，建設

Ii'ij I詰生産高見積価佑による発注者・施工者間の決算実施体制を 1981年に，完了すること O

この決算方法への移行とともに，建設一組立作業の未完成生産心。 JT用に対する請負機

関への注文部からの前倒し支出は，中止される。建設完了企業・完ム Jコンプレックス，

各期工事，建造物の計画引渡し期以前の〈作業見積り極値による)請負機関の当該費用

は，非中間決算方式への移行と関連して発生する，発注側の手持遊休資金の活用による銀

行信用で賄なわれるO 企業，完成前コ γプレックス，各期工事，建造物の引渡し計画期間

以前の信用貸付には，高金利が適用される O

信用謁整期における未完成建造物の建設一組立作業費補填は，建設一組立機関が遂行し

た年間作業量の 10%まで誌， 自己資金で行うものとする。 この部分を補填するのは， こ

の目的のために建設一組立機関が所有する自己資金であるが，不足分は，中間支払方式の

中止と関連して発生する.発注側の遊休資金の範酉内での銀行信用によるものとする。

完成企業〈建造物)を注文側に「封印状態で」引渡すことによって，総合請負(企業・

建造物の建設価値)規準見積による価詰額の範囲内で，議長建設機関が連邦建設銀行〔ス

トロ fパンク〕から信用貸付を受ける制度へ，各部門ごとに漸次的に移行することは，合

理的であると考えるO

3~. 基本建設計画の連続性と，生産設備・建造物の適時な稼働開始に対する発注側と請

負{民!の責任性の引 kげのために:

a) 5か年計画の中で， 主要な技術的 経済的指標を伴う新規建設企業と建造物の一覧

表，並びに，改造と拡大を予定されている現行企業の一覧表を作成し，承認すること O

最も重要な建設一覧表は，連邦ゴスプランの提案により連邦間話会議によって承認され

るO その他 300万ノレーブソレ以上の見積り極植を脊する建設一覧は，連邦ゴスプランと建設

省の同意を得て，連邦省・庁，構成共和国閣僚会議によって，見讃倍値が 300万ノレーブ、/レ

以下の建設物については，連邦省・庁もしくは構成共和国閣安会議によって直接に，もし

くはそれらによって定められた所定の基準により承認されるO

b) 投資と建設一組立作業リミット，建設設計. (建設〕見穣， 建設継続標準期間に関
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する上記の建設一覧に立脚して，建設全期間にわたる年度民課題に分割した建設タイトノレ

一覧表 (TIITyJIbHbIeCIIIICKlI crpoeK)を作成すること O 生産用途の建設物タイトル一覧表

は，重要なものは，連邦ゴスプランの提案によって連邦関僚会議で，その以外の見讃り倍

値 300万ノレープノレ以上のものは，連邦ゴスプランの用意のもとに連邦省・庁と構成共和国

器禁会議によって， 300万ループル以下のもの誌，車接連邦省・庁および構成共和居諒僚

会議もしくはそれらによる所定の規準によって(承認権が企業合同と企業に存在する建設

物タイトノレを除く)承認されるO

承認されたタイトル一覧は，全建設期にわたる不変の計画書類でなければならないし

注文側，請負傑，計画，財務，銀行，資財供給の各機関，設備と構造物の供給者すべてに

とって，義務的なものでなければならなし、。タイトル表の指擦の変更が可能なのは，より

進んだ設備や先進的技街の採用によって，設計の見直しが行なわれるときだけである。こ

の場合，見積額格と投資額の変更は，当該年度に連邦省・庁 構成共和国閣僚会議に対し

て設定された投資と建設一組立作業リミットの範宮内で許容されるO

もし前年度の作業達成量が，タイトル一覧で、予定されていたものよりも少なければ，

残額辻，前年度分の資財・機械によって，および省・庁の手持資財によって，本年度にお

いて補填されねばならない。

請負機関のリズミカノレな作業を採証し，建設基準期間を守り，生産設備と生産構造物の

導入予定期関内に技街的予儲をつくりだすために，タイトノレ一覧表の建設一組立作業量

は，建設省・庁，ないしその依嘱を受けた下部機関と共同して，注文側の省・庁によって

年度別に配重される。

連邦建設銀行，連邦ゴスパンクは，上述のやり方が守られている場合，建設物と生産構

造物に融資を行うこと;

c) 1981年の計画からは，計語対象前年の7月1日現在で，所定の基準で承認済設計一

見積り書，および年間作業量に関する作業計画書をもっている建設に限札基本建設計画

に含めること;

d) 基礎的製造設嬬・エネルギー設髄の製造者=省に対する設備購入の発注は，建設諮

問内に行うこと O イ旦し鉄骨建造物の購入発注は原則として 2年以上の〔ラグをみて〕発注

すること。連邦資財供結国家委員会の発行する設備引渡し指令(指図書)は，その完全な

引渡しが終るまで有効である O

39. 現行企業の最新の技手~J装備と改築作業を促進する必要条件をつくりだすために:

a) 生産企業合同〈企業)の指導層に対L，所定の投資・建設一組立作業・資材フォ γ

ドのリミット内で〔次の〕権限を与える:

見積り総作業謡額の如何にかかわらず，企業の最新技術装錆に関するタイトル一覧表を

承認すること;

最新設街装錆費と改築作業費の決定に島たっては，建設一組立作業の現行見積基準，およ

び諸掛ち現行見積り基準に連邦建設国家委員会の決定した諺正部門孫数を適用すること;

b) 建設一組立機関，設計機関の従業員並びに生産合同(企業) =発注側の従業員に対

して，現行企業の最新技街装備作業の遂行に対するプレミアム(報部'IDを，企業改築プレ

戸。
凸
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ミアム規定の枠内と所定の基準で，導入するとと。

技術最新装慌および改築に対するプレミアム資金は，当該作業見積に算入されねばなら

ないし〔それを〕その他の巨的に流用することはできない;

c) 建設一組立機関の計画において，既存企業の技街最新装備と改築作業量の割合が，

E全体の)50%以上を占める建設一組立機関に三うっては，指導層の賃金をより高い仁機関コ

グループのそれに格づけ，第一グループの建設一組立機関の場合には，指導層の俸給を

10~15%引上げるものとする。

40. 省・庁は，既存企業の新技街導入と改築作業を実行する適当な請負機関や，専門建

設一組立機関が存在せず，産業部門の諸企業が集中している地区においては，経済的・技

術的に妥当ならば，工業的・生産的企業合同を創設すること O

41. 連邦建設国家委員会と連邦ゴスプランは:

生産的用途の建造物に対する国家投資(の融資)は，全建設期間にわたるタイトノレ一覧

表を基礎として，承認済見積り額の枠内で中断することなく実施することO ある年度の建

設計画が超過遂行された場合争当該建造物への融資は，信用計画にもとづく信用供与によ

って行なわれる;

国内産の巨大生産設備・電力設備に対する，組立設錆引渡し計画期限前の支払いに関し

て，生産対象物信用を，生産合同(企業)注文側に与えること O 組立設備ヲi渡し計画期

限をこえる信用供与には，高金利が適用される O

42. 連邦供給国家委員会は，基本建設国家計画建造物について，設計一見震りに基づく

建設一組立機関の発注に応じ資材一機械供給地方機関を通ずる総合資材供給〔体制〕に，

1981年中に移行すること O

連邦建設国家委員会および省・庁=注文部は，資材・構造物・部品の必要データ設計書

の作成を保証すること O

連邦ゴスプラン，連邦供給国家委員会は，自力建設方式1内こよる建設に対し，当該部門

の承認ノルマに基く資材，および必要な建設機械，運撮手段の，連邦省・庁，構成共和国

語僚会議に対する割当てを計画の中に組込むこと。

43. 製造プラント，製造ライン，機械装置.管理とコントロールの機械化装置，自動機

械設備の総合納入方式〔ワンセット納入方式=KOMIIJIeKTHa兄 IIOCTaBKa)の擦には， 注文

側は納入もしくは構成された設諒一式の代表提供者と決算すること。設錆もしくは構成物

一式の計画納期以前は，設儀総合納入側に対し，銀行信用が提供される O 計画納期以後の

信用には高金利が適用されるO

44. 生産設嬬・構造物の予定通りの稼働開始に対して，遂行された建設一組立作業見積

価額の平均3%以内で，追加プレミアムが認められる O

生産設備の稼鶴開始時期が，語員機関によって承認基準より短縮された場合，その短縮

期間に予定された利溜額の 50%，但し建設短縮期間各1か月当りの建設一組立作業見積倍

額の 0.5%を越えない範屈で，代表請負側辻注文側から資金を受取るものとするO この資

金は，建設に参加した諸機関の経済的刺激フォンドに積立てられる O

16)建設作業の専門機関による請負制と区別される X03完誌CTBeHHbIゑ crroco6CTpOHTe~bCTBa のこと
'IE:業自体によっておこなわれる企業内建設方式であるc
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45. 連邦建設省， 建設機関を抱えている省 .rT， 構成共和国関祭会議は， 1979........81年

の間に， 管理の 2-----3環制に移行することを配意し， 基本建設管理の改善政策を作成し実

行すること O 生産建設一組立合同企業，場合によってはトラストが建設業の基礎的経営計

算単位となるものとする O

111. 経営計算の発展と，経済的季貢き平と事Ij~散の役書~(1)強化について

必. 5か年計画課題と長期経済ノルマチーフを基礎として，生産企業合同〈企業〉と建

設一組立機関の，経営計算の一層の発畏を保証することが必要であると考える。これ〔経

営計算の強化〕は，国家予算への資金控除の同時的増大のもとで，経営活動の最終成果の

改善に応じて経営体に留課される資金の増大を保証するものであるO

鉱工業生産合同{企業〉の経営活動成果を評価しその経済的刺識を組織することO こ

の場合，何よりもまず，生産用生産物・消費財の品目別(アソートメント〉納入計画の達

成，締結契約(注文)に応じた納期，労働生産性の引上げ¥製品の品質の改善，利潤の増

大， (場合によっては原価引下げ〉などに依拠すること。

今後2"'-'3年間に， 拡工業の基礎的経営計算単位として， 生産企業合同の形成を完了す

ること。生産の専門化と協業化，指場的・副次的サービスの集中化，合併した企業・機関

の管理機能の集中化を継続的に実現すること O

全連邦的(共和国的)企業合同の経営計算方法を改善し，鉱工業省・建設省の活動に経

営計算方法を継続的に導入すること O

47. 労働集団の経営上のイニシヤティブを発展させ，生産合同(企業〉の権践を拡大す

るために:

a) 第 11次 5か年計画では，年震別差額を伴う 5か年計画の承認済安定ノルマチーフに

よる経済的刺激フォンド一物的奨励フォンド，社会=文化施設・生宅建設フォンド，生

産発展フォンドーの形成に移行すること。

何よりもまず生産企業合同〈企業〉の質的計画指標に関する諸ノルマチーフを決定し

省全体として5か年計画で予定されたノルマチーフの枠内でそれらを承認すること O

高能率の生産財と新品種の消費財の著しい生産増大を実現した生産企業合同(企業)に

対して，経済的刺激フォンドの形成ノルマチーフを引上げること O

省別・企業合同別・企業別の経済的刺激フォンドの絶対額は， (年度部)5か年計画で孫

数的に決定してしまうこと o 5か年計画の当該年度の課題を具体化する場合には，当該年

度の経済的刺激フォンド形成ノルマチーフについても，必要な鯵正を同時に実施すること

ができるO

経済的刺激フォンド資金の具体的支出について法，労働組合委員会と協同して，生産企

業合同(企業〉の管理部によって決定される。生産発展，社会一文化施設・住宅建設およ

び物的報償に対する資金の利用問題の検討と解決には，労働集自の積極的参加が行なわれ

るO

上記フォンド資金は，厳密にその巨的に沿って利用すること。フォンドの未利用残は，

翌年にくりこされ， c上部に〕吸収されることはない。
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5ヵ年計画のなかの単年度三十画をこえる呼応計画が， 生産企業合同(企業)により採択

され，遂行された場合，この超過遂行に対する経済的刺激フォンドへの控除は，高率ノル

マチーフで、行なわれるのフ j ンド形成指標に関する 5カ年計画課題が不達成の場合は，低

率ノルマチーフによって経済的刺激フォンドへの控除が行なわれる O

b) 物的奨励フォンドの形成は，労働生産性の増大，高品質カテゴリー製品(もしくは

その部門で設定されたその飽の品質指標)の生産，契約(注文)に即応した納品計画の遂

行度に応じて，利潤を利用して行なわれる O 各部門の特性を考恵して，物的奨励フォンド

はその也の質的指標によっても形成されうる O たとえば，資財の節約，フォンド生産性め

引上げ，交替係数のヲU:jf.収益率の大きさ，原価引下げ，さらに採掘拡業では，現物単
位での生産高の増加など。

労働生産性の引上げ，品質の引上げもしくその他の質的指標にもとづく物的奨励フォン

ドへの資金控除は，利潤〈決算利潤〉に対するパーセントで設定されたノルマチーフで行

なわれるが，場合によっては 5か年計画の基準年の賃金フォンドに対するパーセントノ

ノレマチーフで行なわれる O 生室長高増加に関するノルマチーフは，現物単位〔で測定され

る〕生産高単位当りで設定される。

物的奨励フォンドへの控除絶対額は，経済契約(注文〉に即応した納期と，品自〈アソ

ートメント〉に関する引渡し計画の遂行度に応じて増加(減少)される O

生産合同(企業)は，物的資動フォンドおよび賃金フォ γ ドからのプレミアム資金を，

まず第ーに，品質指標の改善，締結契約(注文〉に郎応した納入義務の遂行を奨励するよ

うに社会主義競争の成果の考慮とともに，方向づけることが必要であると考える。全連邦

〈共和冨〉鉱工業企業合同の従業員プレミアムは，上記指標の遂行度に応じてもまた設定

される O

c) 社会一文化施設・生宅建設フォンドの形成は， 物的奨励フォンドの 30，，-，50%を占

める O この範毘で，各省は，生産企業合同(企業〉別に住宅や社会一文化施設の充足度を

考慮して，このフォンドへの控徐量を格差づけることができる O

物的奨励フォンド資金の一部もまた.住宅建設・社会一文化施設に流用することができ

るO

d) 生産発展フォンドの形成は 利潤控除と，固定フォンドの完全な再生産にあてられ

る減価笛却控除資金によって，ノルマチーフにもとづいて実施される O 生産発展フォンド

へは， (毘定フォンドの〉撲却済み資産の売却代金も振込まれる O

機械化・自動化，設鑓の取替と近代化，生産組織と労揚組織の改善，その他新技術の導

入などは，この資金で実施されるが，以上のことは，生産企業合同(企業)自身で立案承

認される O

生産企業合同(企業)の克積と提案によって実施される上記の措霊の投入要素は，省・

庁の基本建設計画に総額で含められ， (年度別)5か年計画における当該省・庁に対する承

認済投資額，資材，請負作業量のリミットの範盟内で，必要な投資額，資材，請負作業量

が，第一JI員{立で省・庁によって保証される O 上記実施措量の遂行を探証するために，年度

計画の遂行過程で発生する必要額，対応する費毘は，国家投資リミットの枠外で，未利用
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生産発展フォンドおよびこのフォンドへの計画超過控除金によって実現される O

生産企業合同〈企業)の社会一文化施設・住宅建設フォンド資金を利用した諸施策に対

する，投資額，資材，請負作業量の保証に当っても，同様の方法が適用されるO

連邦ゴスプラン，連邦財務省 連邦建設銀行，連邦ゴスパンクは， 6か月以内に，投資

資金の非集中化財源一覧表を締約する提案をを作成し，連邦関密会議に提出すること。

48. 固定フォンドの完全な再生に向けられる減価僕却控除金の配分は次の方法による O

控除金の 10%ないし50%は， 所定のノルマチーフで， 生産企業合同〈企業)の生産発展

フォンドに控除される O 残額は， 生産企業合同(企業)，全連邦〈共和冨〉鉱工業企業合

同，省・庁などにおいて，第一JI員位として基本建設計画に即応した現行企業への新技指導

入と改築のために利用される。

固定フォンドの大修理用減橿償却控除金は，生産企業合同(企業)によって，厳密にそ

の目的のために利用される O 大修理を実施するのに自己資金が不足する生還企業合同(企

業)の利用に供するため，この控除総額の 15%の枠内で，大修理用減価償却控除金による

予備金の積立を，省・庁，鉱工業企業合同の権摂で行えるようにする O

49. 連邦ゴスプラン，連邦財務省は，構成共和国閣探会議の参加をえて，地方の自動車

道路建設の計画化方法とその建設費・維持費の資金調達の改善に関する提言を，本決定の

各条項に即応した財源調達を念頭において作成しそれを 3か月以内に連邦関援会議に提

出すること O

50. 生産企業合同(企業入全連邦(共和国)鉱工業企業合同および各省の財務-経営活

動の結果に対する経済的責任性を強化し，資財・資金のより効果的な利用の関心を高める

ために，第 11次5か年計画より， 5か年三十雷での承認済課題に立脚して，各々の自由裁量

にまかされる安定(年度別)利調控除ノルマチーフを(準備の整い次第〉鉱工業省は設定

すること。

利潤のこの部分は，投資財源，銀行信用の返済と信用利子の支払，流動資金の増大分の

財源， 科学一技術発展統一フォンドと経済的東日数フォンドの形成， その抱の部門発展の計

画支出に利用されるO

生産的用途の諸対象への投資用自己資金が不是する場合には， 省，企業合同，企業の 5

か年計画において，銀行電用と国家期政資金の利用が検討される O

上記ノルマチーフに即して，菌家予算への利潤控除絶対額，および必要な場合には予算

からの支出額が， (年度別)5か年計画で承認される O 意認済み利潤計画が5か年計画のあ

る年度で不遂行の場合 5か年計画の当該年度で予定されていた予算への支払いは，省の

管理下にある利習を削ることによって，満額が支払われるo 5か年計画のある年度の課題

が変更される場合，省の管理下に入る利潤控除一般ノルマチーフと国家予算への利潤控捺

額に対する移正を同時に行うことが可能である。

各省は，その手元にのこる利潤総額を前提として，生産の特殊性と収益性レベルを考慮、

して，全連邦〈共和国〉鉱工業企業合同，同じく生産企業合同と大規模企業に対して，そ

れぞれの利潤控捺ノルマチーフを設定することが許される O 経験の蓄積という必要条件が

整うに従って，利潤控除ノルマチーフは，すべての生産企業合同〈企業)に対して設定さ
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れねばならない。

計画超過利器の 50%(製品の効率と品質に対する卸売価格奨励加算分を除く)は， 省

(企業合同，企業)の手元に留保される O 利潤計画が3%以上超過した場合は，それを超え

る部分について，その 25%が留保される O 残額は国家予算に控除される O

中央集中フォンド，省や全連邦〈共和国)鉱工業企業合同内の予備資金は，現行のやり

方で形成されるO

51. 科学一技術進歩と高能率新製品の出荷奨励を目的として;

a) 1980年中に，科学一研究機関，建設機関，設計一建設機関，工学機関，実験工場，

鉱工業省の科学一生産合同と生産企業合同(企業〉などは，注文一指図書〈契約〉にもと

づく新設街の創造，開発，導入に関する作業組織の経営計算新システムへの移行を完了す

ること。注文一指図書(契約)の中では，こうした作業の最終成果(国民経済的効果を含

むλ 研究担当者，すべての段階一一基礎研究の段階から，その結果の生産への導入段階ま

でーーの達成期間，また必要な資材，資金および物的報償の大きさとその財源などを規定

ーずること O

科学一研究，試験一製作，工場生産の費用総額は， (年度別)5か年計画に於て， (標準〉

純生産高に対するパーセントで，個々の場合には，高品質生産高に対するバ一セントで，

決定すること O

上記機関の従業員の賃金ブコrンドは，科学一研究，試験-製作，工場生産の費用総額に

対するパーセントで決定される O

b) 省・庁の中に，科学一研究試験一製作 工場生産をH甘い，新製品と新製造工程の

開発と導入，労換の科学的組織の導入関連費用の補填，製品の品質改善のための追加費用

と新製品の初期の生産段階における高コストを賄うための単一フォンドを創設すること O

このフォンドは，科学一生産企業合同と生産企業合同〈企業)の利潤控除から形成される

が，その大きさは， (標準〉純生産高，もしくは高品質生産高に対する(年度別)5か年計

画で設定された標準控除率による O 多額の費用を伴う特定JJ重要な科学一研究作業の財源、と

しては，科学一技能発展統一フォンド資金と並んで‘国家予算を使用することができるO

鉱工業省に対し，科学一技術発展統一フォンド資金の一部を全連邦(共和国)鉱工業企

業合同，大規模生産単位と科学一生産単位の自由裁量に移すことが許可される O

新技術の開発・導入に関係し 科学一技術発展統一フォンド資金によって実現される，

鉱工業的性格の作業価額は，製品のそれぞれのグループ別に，標準利潤の計算を伴う総生

産高で考慮されるものとするc

c) 科学一研究機関，設計一製作機関， 生産機関は，物的報奨フォンド，社会一文化施

設・住宅建設フォンド，機関発展フォンドを形成するO

d) 科学一生産，生産企業合同(企業)，科学一研究機関， 設許-製作機関， 製造機関

の従業員の新技能創造・導入に対するプレミアムは，科学一技術成果の利用によって国民

経済面で実際に得られる経済効果の合計値1川こよって実現される。

e) 科学一研究，設計一製作，製造機関は，作業段階ごとの支払制度にかえて，その作

17)第 6.r:E1脚注をみよ。
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業が完全に終了し，注文側に受理された作業主こ対する決算システムに漸次的に移行し，第

11次 5か年計画においてこの移行を完了するO 作業完了計画期限以前の当該機関の費用

は，非中間支払制度 (paCqeTbI6e3碍 OMe.抵yTO可HbIXnJIaTe.斑e首)への移行期に，注文側で

遊休化する資金持で，銀行信用によって補填される O 作業完了計画期限を超過した場合の

告用供与には，高金利が適用される O

f) 連邦ゴスパンクと連邦建設銀行は信用を〔次のところに〕供与する:

科学・技術発展統一フォンドへのくり入れ額と このフォンドからの支出額とが年間を

通じてバランスしない場合，このフォンド支出の対象となる作業に関して，省・庁に対し

融資が行われる;

科学一生産・生産企業合同〈企業〉に対しては，科学一技能発展統一フォンド資金によっ

て賄なわれる作業支払に関して，その作業が，計画予定より短期間に仕上った場合には，

融資が与えられる;

計画で予定されていなかった科学一技術発展に関する高能率施策を実現するために融資

が与えられる O ただしその施策完了5から2年以内に元利合計分を，科学一技術発展統

一フ t ンド資金によって償還すること。上記融資は，省・庁もしくは全連邦(共和国)鉱

工業企業合同の保証のもとに実施される;

g) 科学一生産・生産企業合同〈企業〉および，機械一組立機関において，特別に重要

で，高龍率の設備・機械の作成，開発・大量生産に対して，および原理的に新しい装造工

程の創造・開発に対して，これらの技術や製造工程の創造と開発に直接参加した作業指導

者と作業員に報僕するために，様々なプレミアムが導入される。このプレミアムの支払

は，科学一技術発展単一フォンド資金で実施される。

鉱工業の軍事部門での科学一研究，実験一製作，製造作業の計画化，資金調達，奨励に

関する現在の諸条件，並びに連邦科学アカデミー，構成共和菌科学アカデミー・非生産部

門に前置された科学施設に対する国家予算支出方式はそのまま保持されるO

52. 高品質製品の生産の拡大と，品目の系統的更新を探註するために，経済的テコと刺

激の役割を高める目的をもって:

a) 覆良な圏内・国外製品のもつパラメーターに匹敵する， 生産的用途の高能率新製品

卸売価格に対する奨励加算を設定する O その加算額は，当該製品グループもしくは類似品

グループの極構決定の際に採用される収益性基準のO.5'"" l. 25%の大きさで， その製品の

生産と利用から得られる年間経済効果の 70%の範盟内で，その経済効果の大きさに従って

決定されるO 効率性と品質に対する卸売髄格加算は 1年間に限り設定されるが，特別に

複雑な製品については 2年以内とする。この期間に「国家優良品質証」を獲得すれば，

その加算額は，不変のまま継続されるO 加算額の有効期間全体は 4年間とし，特別に複

雑な製品については 5年間とするo 高能率新製品および「国家擾良品質量EJを獲得した
製品で，この製品が発見なり発明の一定の開発基準をみたすときには，この製品の卸売価

格に対する加算額は， 1. 5告に高められる O

第二種品質カテゴザーの製品，および一定期間内に品費〔の優良さ〕が証明きれない製

品ζ 関しては，当該製品の販売利潤総額の 50%の大きさの卸売価格割引が行なわれるc生
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産中止期限をこえた第二種品質カテゴリー製品の卸売語格の割引は，全利潤額をそれ〔割

ヲDにあてる O この場合，生産物は割引なし価格で販売され，割引総額は，富家予算tこ払
込まれる O 生産中止過程の製品の在庫や部品に関しては，卸売語格割引は適用されない。

卸売価搭に対する上記の加算や割引総額は，計画においては考意されないが，計画遂行

の評錨の際にはそれが考嘉される。

連邦標準規格国家委員会は，企業，企業合同，省、に対して，製品の品質証明の獲得と，

証明済み製品の品質に対する要求をみたすようコンロールを強化すること O この要求が守

られないとき， r国家擾良品質証jを失い， 要求をみたしていないことが明らかとなった
その年の年頭から，当該製品の卸売語格割増で経済発展フォ γ ドへ払込まれた総額を引上

げることにする。価格に対する奨励割増しが設定されている生産財と消費財のすべての生

産物に対して，類似の制裁が適用される c

b) 高龍率新製品や「国家優良品質証」をもっ製品の販売によって， 生産企業合同〈企

業)が受取る追加利潤〈卸売価格に対する加算総額〉は，次の基準で分配する C その 70%

までは，生産企業合同〈企業入科学-研究機関. 設言十一製造機関， 製造機関の経済的刺

激フォンドへ振込まれ， 残額は科学-技街発展単一フォンドと. 国家予算とに平等に分配

される O

製品の品質環準に再度合搭したり， r国家震良品質証」を 2回にわたり獲得した場合に
は，当該製品の技街-経済パラメーターの改善を条件として，奨励加算や経済的刺激フォ

ンドへの控除が同一レベル〔従来水準〕に維持される O もしも当該製品の技術一経済パラ

メーターが改善されない場合には，加算額の大きさと，その有効期間は 1/2に短縮され

る;

c) 消費財の新製品に「国家優良品質証」が与えられた場合， 当該製品の臨時卸売価格

と小売髄格は，この「品雲証」の全有効期間にわたり保持される O

消費財製品の品質が著しく改善されたり， I国家擾良品質証Jが与えられた場合， その

生産企業合同(企業〉の経済的刺激フォンドへの控除は，承認済ノルマチーフに従って，

より大きな量で行なわれるO

d) 長期にわたり生産される高叡益の生産財に関する定額支払い制度は拡大される O

e) 連邦ゴスパンクと連邦建設銀行の信用供与。新製品の生産と製品の品質引上げ並び

に消費財の生産の拡大と日需サービスの改善に対する効果的政策の〈国家投資リミットを

越える)導入に対する信用供与は，追加利潤による 2年以内の費用の回収と借入金の返済

を条件として，生産企業合同(企業〉と機関に対して与えられる G 費用の回収期間の決定，

信用返済財源の決定法，信用供年によって出荷可龍となった、消費財の販売に対する取引税

の50%以内で考恵される O

53. 労働生産性の引上げの促進と労働要員の流動性縮少のため，労簡集団の利害関心の

強化を目的として:

a) 生産物ルーブノレ当りの賃金率の長期安定化をベースとして， 従業員信人の，および

労働集盟全体としての賃金額を，労働生産性の引上げと，生産的企業合間(企業)の作業

成果の改善とにより強く関連づけること O 賃金ノルマチーフを決定するにあたっては，技
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街的に摂拠ある労働ノルマに立脚し，労動生産性の増大が賃金の増大をこえるよう配慮す

ること O 高能率新製品，品賓の改善並びに地理的条件の悪化などに関連して，必要に応乙

て労働集約度の引上を考慮すること;

b) 生産企業合同〈企業〉に対し，賃金の所定基準もしくは賃金計画フォ γ ドの引下げ

で得られる賃金フォンドの節約分を用いて，震率なり俸給に加算分をつけ加える権謀が与

えられる 18)• 

兼業者や少人数による一定作業量の遂行者に対して，賃率〈俸給)の 50%以内で〔加算

されるコ;

特別に責任ある労鶴に従事している熟線労働者や高度の技能諺得者に対して(企業での

勤続期間を考慮して)等毅格差の範囲内で当該等級賃率の 4，8，12%の大きさで段措づけ

て〔賃金加算が行なわれる); 

技術一技能従業員，また何よりも職場長に対して および高い技能資格をもっ職員に対

して，俸給の 30%以内で， 建築士や技師に対しては，捧給の 50%以内で， 生産企業合同

(企業)の賃金支払フォンドの 1%の範盟内で〔加算される)0

上記の加算分は，作業指擦が悪化した場合には，中止される;

c) 技術的に基礎つ'けられた労働ノルマの導入とその適時の改訂に関する主導性を発揮

させるために，これらノルマの改訂の結果えられた節約分により 1回限りのボーナスを

労働者に支払う。

(連邦)労{艶一社会問題国家委員会は，技術的根拠をもっ先進ノルマによる労働に対して

は， 20%の範毘で引上げられた出来高賃率の鉱工業各部門生産企業合同〈企業)への導入

を，全ソ労働組合中央評議会の同意のもとに省・苛に許可する権限を持つものとするO

め 賃金の所定基準もしくは計画フォンドの引下げで得られる賃金フォンドの未利用節
約分を(計画超過利潤の範酉で入生産計画と労働生産性引上げ計画の遂行を条件として，

生産企業合同(企業)の物的奨励フォンドへ年末に繰入れること。賃金フォンドの支出超

過の擦には，物的奨励フォンド資金が〈前年度このフォンドへ振込まれた賃金フォンド節

約額の範囲で)橋墳のために支出される;

e) 第 11次 5か年計画では，労働力再生産蓑のより完全な補填，新技街導入の経済効果

の正確な決定，労{動力の合理的利用に対する刺激の強化〔など〕を保証するために，国家

社会保設への払込み環行料金を引上げる 19)。

54. 省・庁，企業合同，企業，機関は，労舗の組織化と刺激化のための作業形態が，第

11次5か年計画では基本的なものになるべきことを考慮して，それを広汎に発展させる措

置の作成と実現を計ること O

所定のノノレマチーフと，資金の範囲内で，作業証集毘全体の作業結果に対して，各成員

の実擦の貢献を考憲して，プレミアムと賃金の大きさを決定する権限，職龍上の技能と兼

業に対する加算と追加賃金設定を作業涯メ γパーに提起する権限，それぞれの作業の質を

考嘉した労揚等級決定基準の変更を管理部や労働組合組織に勧告する権限，作業班内での

18) シチョーキン方式の導入と推定される。

19)資材・設橘コスト tこ対する労務コストの引上げによるバランスの回復と，それにもとづく経務効果
の計算や，機械一労働寵罷比率の変更(労働節約的技街道歩〉を郭激する経済措置と推定されるG
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社会主義競争の勝利者と，その奨励金の額をきめる権限，工場内社会主義競争の成果に対

する物質的・道徳的奨励を受ける候補を作業斑メ γパーから選出する権援が，生産作業班

集団〈評議会)に与えられる。

55. 生産フォンド利用の改善と資材の節約へ生産企業合需(企業)を刺激するために:

的 生産フォンド料金ノルマチーフを原則として 6%とする O 資材の基準超過非信用対

象ストック，および未設置装備に対する〔支払〕料金は，企業合同，企業，機関に内部留

保される利潤によって支払われる O 計雷予定額より少ないフォンド価額〔有形資産〕で生

産計画や利潤計画が達成された場合，フォンド料金の節約分は，企業合同，企業，機関の

手元に残されるO 利潤分配総合ノルマチーフに即応して省全体に設定された国家予算への

納入額は，この額だけ減少される O

フォンド料金の控除〔褒遇措置〕対象となる生産フ，j-ンド一覧表はこれを縮少すること;

b) 新規企業，拡大・改築された企業における経済的刺激フォンドの形成と従業員への

プレミアムは， (所定のノルマチーフにもとづく〉生産設備能力開発グラフの遂行と， 労

働生産性と原価に関する予定指標の遂行を考恵して行なわれる O

c) 水科系から鉱工業企業に取入れた用水料金は，原語に算入されるO

d) 企業建設の技術的ー経済的基礎づけや，建設バリアント経済性の比較に捺しては，

企業建設区域の土地の経済評揺額を考慮すること2030

e) 加工工業部門の製品部収益性は，利用した原料，燃料，電力，資特，半製品，セッ

ト部品の極値を差ヲI¥"、た原価に対する利潤比率で決定すること O

f) 従来より安留な材料を生産に利用しながら， 製品の品質を落さない場合， この製品

の卸売価格試その 5か年計画を通じて不変とする O 材料投入がより少ない新製品の卸売倍

格は， (代替される)I日製品の販売利潤額を維持し， 収益率がそれよりも低くないレベル

で設定される。この場合，生産高と労鱒生産性の決定に際しては，その 5か年計画期中は，

18製品が計画で採用していた卸売価格を採用するO

g) 連邦鉱工業省は， 1979~1980 年において，生産全業合同〈企業〉用に，経済的基礎

づけのある流動手段のノルマチーフ作成し連邦財務省の同意のもとに承認する。第11次

5か年計画では， 生産企業合同(企業)の自己流動手段の大きさを，上記ノルマチーフに

見合ったものにするが，必要に応じて，銀行信用をその一部と取替えてもよし、。

56. 契約義務の尊守と，必要な品自と品費の製品の適時な引渡しに対する生産的企業合

同(企業)と機関の物質的貢任性を引上げるために:

生産物引渡し契約義務違反に対する所定の法律，ないし契約による罰金は相殺勘定方式

ではなく，強制基準によって行なわれるO

資材一機械供給機関の活動評価の主要基準，および問機関の従業員のプレミアム支給基

本指標は，経済契約と生産物納入計画の遂行〔度〕であると考える。 1980年度中に，連邦

供給国家委員会の資材一機械供給機関は，経営計算制への移行を完了すること。この機関

と企業合同，企業，機関との相互関係は，経済契約と相互の物的責任制を基礎として打建

20) この (c)，(d)項を機会費用としての木料金，土地料金の倍格形成へ勾参加と考えるべきかどうか，

即断できないと思われる。
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てられること O

運輸機関は，輸送計画の不達成に関して，物的責任昔話を強化すること O 連邦供給国家委

員会は，連邦ゴスプランおよび連邦閣療会議附属国家裁定委員会と協同して，この問題に

関する提案を作成し，連邦閣僚会議にそれを提出すること O

57. 締結契約に見合って受取った生産物に対する連時決算を保証L，支払療期尊守責任

を高めるため，支払L、期間を守らなかったり，購入{閣の一時的資金不足が生じた場合，購

入側の保証した支払証書は，連邦ゴスパ γクもしく辻連邦建設銀行によって，購入額11の借

金に対する貸付金の形で支払われるものとするが，その返済期限は，商品-資材に対する

通常の支払期間60日以内で，年利子率は5%である O

5き. 新卸売価格の導入に擦しては，労動集約度に関する先進ノルマに立脚して，各製品

ごとに純生産高ノルマ(部門によっては加工価値ノルマ〉を同時に決定する O

59. 省・庁，企業合同，企業，機関は，生産効率と労働の質を引上げるプレミアムシス

テムの耕激的役割を強化すること O プレミアムに関する現行規定を，この決定で示したよ

うな物的奨励フォンドの形成基準と生産企業合同(企業)，機関の活動評価基準に即応し

たものにすること O プレミアム加算は，物的奨励における平等主義的ではなく，集団と各

個人の労働貢献に直接対応して施行されることc

60. この決定で示された，計画化と経済的刺激の改善措置は，すべての鉱工業部門と基

本建設部門に拡大されるものとする。鉱工業や建設の倍々の部門における，適用の特殊性

は，対応する連邦省・庁および構成共和雲閣僚会議の提案にもとづき，連邦ゴスプランが

連邦財務省と連邦労犠・社会問題国家委員会と共同して，建設部門に関しては同じく連邦

建設国家委員会と共同して，連邦ゴスプランによって設定されるC

61. 経済貨物や旅客運輸機関の抜本的改善と，輪送企業や機関の経営活動の最終成果に

対する経営メカニズムの作用力強化を目的として，交通省，海運省，民間航空省，共和国

自動車運輸省， ロシア共和冨河川運輸省は，運輸機関活動の部門的特殊性を考慮の上，本

決定の基礎的条項に立脚して，当該問題に関する提言を 4か丹以内に作成の上，連邦ゴス

プラ γに提出すること。

連邦ゴスプランは，連邦財務省， 連邦労働一社会問題国家委員会， 連邦値格国家委員会

と共同して，上記提案にもとづき，それに対応する窺程草案を準備すること O その中で，

運輸機関の作業の組織化レベノレと，活動の国民経済効率の大幅引上げに関する総合政策を

検討すること O この草案は 1980年 1月1日までに連邦関祭会議に提出すること O

62. 連邦ゴスプラン，連邦供給富家委員会，科学一技術国家委員会， 連邦建設国家委員

会，連邦財務省，連邦労働一社会問題国家委員会，連邦価格国家委員会，連邦ゴスパンク，

連邦建設銀行，並びにその飽の連邦省・庁，構成共和国関探会議の最も重要な課題の一つ

は，本決定で提起された政築を実践に移すことで怠ると考える。

この目的のために:

必要な標準規定 (HopMaTHBHhIem何回〉を作成すること;

第 11次 5か年計画期に， この決定が提起した政策体系を総合的に実現するために， 必

要を準備作業を開始すること
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じ汁画化の改善と経済メカニズムの強化」について

63. 連邦中央統計局は，連邦ゴスプランの同意のもとに，この決定のもたらす変更を，

国家統計報告に反映させること O また連邦財務省、と連邦中央統計局は，企業，企業合同，

省・庁の会計と報告のー震の縮小簡略化をこの際保証することを考慮、しながら，この決定

のもたらす変更を会計計算と報告に反映させること O

(望月喜市訳〉

追記;以下の文献資料は，本稿脱稿後入手した関係文献で、あるので，追加の形で掲載す

ることとした。なお 1973年の「管理制度の再編jについては， 福島正夫「ソ連における

経済管理制度の展開Jlrソ連東欧諸国の経法管理制度j11979年， (ソ連・東歌貿易会〉およ

び問書巻末〔資料〕を参照されたいc

37. A. KOI.llyTa， COBepllleHcTBoBaHHe MeTO瓦HKH 06pa30B叩 H5I lJ， eH Ha IIpO ，lI.YKlJ，HIO 

MalllHHOCTpoeHH冗:舟JIaHOBOeX03iI註CTBO)，1979.ぬ 8.
38. X03泊 CTBeHHbI註MexaHH3MB CTO戸TeJIbCTBe，1979.地 39，(3. r.) 

39. E瓦沼部bIH争OH，lI.pa3BHTH兄 Ha戸(HH TexHHKH， 1979. NQ 39， (3. r.) 
40. HOBoe B MaTepHaJIbHO-TeXHHqeCKOM cHa6)KeHHH， 1979.ぬ 41，(3. r.) 

41. 日opMaTHBHa克司HCTa兄 IIpO江戸(lJ，H刃， 1979. NQ 40-41， (3. r.) 

42. npeMHpOB組前 3aBBO，lI. 06もeKTOB，1979.ぬ 42-43，(3. r.) 

43. OpHeHTalJ，H兄 HaBbICOKoe KaqeCTBO， 1979. N主43，(3. r.) 

44. HOBoe B MaTepHaJIbHO-TexH剖 eCKOMcHa6)KeHHH， 1979.地 41，(3. r.) 

45. I1cIIOJIh30B組 seIIOOIlJ，pHTeJIhHhIX cI>OH，lI.OB B TOprOBJIe， 1979. NQ 42， (3. r.) 

46. YCKopeHHe HayqHO-TeXHHqeCKOrO IIporpecca， 1979. NQ 42， (3. r.) 
47. YCsJIeHse X03冗員CTBeHHoropac可eTa，1979. NQ 45， (3. r.) 

48. 1I.oJIrOCpOqHbIe HopMaTHBbI 3apa60THo首 IIJIaTbI，1979. NQ 45， (3. r.) 
49. KOMIIJIeKCHOe pa3B沼THe6acce長Ha，1979.民主 45，(3. r.) 
50. 0 Mepax IIO瓦aJIhHefu..u:eMyCOBeprneHCTBOBaHsIO IIO瓦rOTOBKss IIOB阻 leHHiI KBaJIs・

中HKalJ，sspa60可HXHaロpOH3BO，lI.CTBe，1979. NQ 45， (3. r.) 

51. 日porpaMMHO-只eJIeBOeIIJIaHspoB街路島 1979.NQ 44， (3. r.) 
52. CTHMyJIhI TeXHJlqeCKOrO IIporpecca， 1979. NQ 44， (3. r.) 

53. 3a nOJIHOCTb泊 3aKOHQeHHY治 HロPHH兄Tyぬ pa60TY，1979. NQ 44， (3. r.) 
54. 口OJIO)l{eHlle0 IIacrropTe rrpOs3BO)J.CTBe:荷主oro06'he)J.HHem羽(ロpe)J.ps兄Ts兄)， 1979. NQ 

46， (3. r.) 
55. 口OKa3aTeJIsTeXHsqeCKOrO ypOBH冗ロpOH3BO)J.CTBa，1979. NQ 46， (3. i.) 
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